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lま

じ

め

前
漢
成
帝
朝
の
人
、
氾
勝
之
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
氾
勝
之
書
」
に
は
匝
田
法
と
呼
ば
れ
る
農
業
技
術
が
記
載
さ
れ
る
。
こ
れ
は
耐
目
千
里
牧

オ
ウ

を
目
的
と
す
る
集
約
農
法
で
あ
り
、
方
形
や
帯
状
の
匝
と
呼
ば
れ
る
窪
地
に
作
物
を
栽
培
し
、
集
中
的
に
施
肥
・
濯
瓶
を
施
す
こ
と
で
、
山
地

や
E
陵
と
い
っ
た
悪
候
件
の
地
に
お
い
て
も
賓
施
を
可
能
と
し
、
か
つ
高
牧
量
を
得
る
こ
と
を
そ
の
彊
い
文
句
と
す
る
。
同
法
は
華
北
農
業
が

持
つ
宿
命
的
課
題
で
あ
る
水
不
足
を
克
服
す
べ
く
生
み
出
さ
れ
た
保
課
・
節
水
型
農
法
の
典
型
例
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
散
護
的
な
が
ら

(
1
)
 

も
後
漢
時
代
よ
り
二

O
世
紀
に
至
る
ま
で
、
園
家
や
地
方
官
、
知
識
人
ら
に
よ
る
異
な
る
レ
ベ
ル
で
の
賓
施
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
の
匝
田
法
研
究
の
主
眼
は
農
撃
的
観
賭
か
ら
の
技
術
解
明
に
置
か
れ
、
『
氾
勝
之
書
』
供
丈
を
収
録
す
る

(
2
)
 

く
漢
代
匿
田
法
の
技
術
復
元
に
主
た
る
関
心
が
注
が
れ
て
き
た
。
技
術
面
に
閲
し
て
は
、
筆
者
も
『
救
荒
活
民
類
要
』
所
載
の
匿
田
法
関
連
記

事
と
カ
ラ
ホ
ト
よ
り
出
土
し
た
農
業
関
連
丈
書
と
の
内
容
の
一
致
に
着
目
し
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
匝
田
法
の
技
術
復
元
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
匝
田
法
が
井
戸
な
ど
の
濯
蹴
施
設
を
備
え
、
周
園
を
土
塀
で
園
っ
た
耕
作
地
(
匝
園
地
)
に
て
主
穀
を
含
む
各
種
作
物
を
混

『
斉
民
要
術
』
に
基
づ

2 

作
し
、
併
せ
て
桑
栽
培
を
行
う
と
い
う
漢
代
匝
田
法
に
は
見
ら
れ
な
い
濁
自
の
形
態
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
共
同
作
業
を
含
め
た
人
力
の
投

入
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
高
牧
量
と
早
害
や
水
害
に
も
封
麿
し
得
る
自
立
性
の
高
い
農
業
経
告
の
創
出
を
目
的
と
し
て
賓
施
さ
れ
た
こ
と
を
確
認

モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
お
け
る
農
業
政
策
と
し
て
の
直
田
法
賓
施
が
、
金
代
章
宗
朝
に
お
け
る
施
策
を
淵

し
た
。
ま
た
、
考
察
の
過
程
に
お
い
て
、

源
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
技
術
も
金
代
匝
団
法
を
記
録
し
た

『
務
本
新
書
』
等
の
農
業
技
術
書
を
介
し
て
、

モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
縫
承
さ
れ

た
こ
と
を
指
摘
し
た
[
井
黒
二
O
O七
]
0

こ
の
金
代
章
宗
朝
に
お
け
る
施
策
と
は
、
園
家
の
推
進
す
る
農
業
政
策
と
し
て
の
統
治
下
全
域
に
お
け
る
匝
田
法
賓
施
を
指
し
、
農
政
の
一

(
3
)
 

貫
と
し
て
の
賓
施
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
前
秦
荷
堅
以
来
、
約
七
百
年
ぶ
り
の
「
復
活
」
賓
施
と
な
る
。
こ
れ
が
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
も
繕

承
さ
れ
、
全
国
的
な
賓
施
と
普
及
が
園
ら
れ
て
い
く
の
に
釘
し
て
、
明
清
時
代
以
降
に
お
い
て
は
地
方
官
よ
る
試
験
的
な
取
り
組
み
ゃ
地
域
を



限
定
し
た
賓
施
が
な
さ
れ
る
に
止
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
農
業
政
策
と
し
て
の
匝
田
法
へ
の
重
覗
は
、
金
・
モ
ン
ゴ
ル
時
代
を
貫
く
時
代
的
特

徴
と
も
み
な
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
首
該
時
代
の
農
業
政
策
、

さ
ら
に
は
園
家
統
治
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
重
要
な
示
唆
を
輿
え
る
事
象
と

一言、えよ、っ。

昨
今
の
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
「
征
服
王
朝
」
治
下
に
お
け
る
農
業
の
衰
退
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
既
に
捕
拭
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
中
で
も
、

モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
お
け
る
複
雑
な
農
政
機
闘
の
饗
遷
が
整
理
さ
れ
、
諸
種
の
農
業
政
策
が

大
局
的
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
「
農
桑
輯
要
」
を
始
め
と
す
る
農
業
技
術
書
の
編
纂
と
出
版
を
通
し
て
、
積
極
的
な
農
業

近
年
の
宮
紀
子
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
、

振
興
政
策
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
[
宮
二
O
O
六
・
二
O
O
七
]
。
こ
う
し
た
新
た
な
知
見
に
基
づ
き
、
今
後
は
技
術
レ
ベ
ル

を
含
め
た
個
々
の
農
業
政
策
の
具
瞳
像
の
解
明
が
必
要
と
な
ろ
う
。
中
で
も
、
農
業
政
策
と
し
て
貰
施
さ
れ
た
金
・
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
匝
田
法

を
考
え
る
上
で
は
、
農
政
史
見
地
か
ら
の
考
察
が
不
可
鉄
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
金
・
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
匝
田
法
が
い
か
に

3 

賓
施
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
起
貼
と
し
て
、
匝
団
法
賓
施
と
い
う
一
断
面
か
ら
嘗
該
時
代
を
通
観
し
、
農
業
政
策
と
し
て
の
匝
田

法
賓
施
の
持
つ
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
土
早

金
代
章
宗
朝
に
お
け
る
匝
田
法
の
賓
施

第

節

匝
田
法
(
貫
施
を
め
ぐ
る
議
論(

4
)
 

金
代
に
お
け
る
匝
田
法
の
賓
施
は
章
宗
朝
明
昌
年
聞
に
始
ま
る
。
明
昌
三
年
(
一

一
九
二
)
三
月
、
章
宗
の
面
前
に
て
始
ま
っ
た
尚
書
省
首

脳
部
(
宰
執
)
に
よ
る
匝
田
法
賓
施
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
明
昌
元
年
(
一

一九
O
)
よ
り
燕
雲
の
地
を
襲
っ
た
大
日
干
魁
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
特
に
毎
年
の
様
に
繰
り
返
さ
れ
る
三

l
五
月
の
降
水
量
不
足
は
、
土
壌
水
分
の
保
持
を
絶
封
的
課
題
と
す
る
華
北
日
干
地
農
業
に
致
命
的

579 

な
打
撃
を
輿
え
る
も
の
で
あ
り
、
章
宗
お
よ
び
政
府
首
脳
は
中
都
北
郊
の
方
丘
に
て
撮
鎮
海
漬
を
望
記
し
、
太
廟
や
枇
稜
に
お
い
て
祈
雨
の
儀
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(
5
)
 

式
を
執
り
行
う
こ
と
で
天
災
の
長
期
化
に
歯
止
め
を
か
け
ん
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
降
雨
の
兆
し
は
見
え
ず
、
明
昌
三
年
夏
、

ま
さ
に
第
一
次
議
論
の
直
後
に
章
宗
は
参
知
政
事
張
高
公
の
進
言
を
容
れ
て
「
己
を
罪
す
る
の
詔
」
を
下
し
、
白
書
左
丞
完
顔
守
貞
は
引
責
辞

(
6
)
 

任
を
求
め
る
に
至
っ
た
。

英
明
の
審
れ
高
い
組
父
世
宗
の
治
世
、
所
謂
大
定
の
治
を
受
け
て
即
位
し
た
章
宗
で
は
あ
っ
た
が
、
昔
時
の
財
政
賦
況
は
肢
に
楽
観
↓
嗣
を
許

す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
数
年
に
亘
る
日
干
魁
に
加
え
て
、
大
定
末
年
よ
り
繰
り
返
さ
れ
る
黄
河
の
氾
濫
、

さ
ら
に
は
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
遊
牧
集

固
に
釘
す
る
防
衛
施
設
(
界
壕
)
の
建
設
に
三
高
人
も
の
労
働
力
が
動
員
さ
れ
る
な
ど
、
生
産
力
の
低
下
、

ひ
い
て
は
国
家
牧
入
の
減
少
を
惹

起
す
る
諸
事
象
が
着
賓
に
表
面
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
で
も
、
華
北
に
徒
っ
た
女
員
集
圏
(
猛
安
・
謀
克
)
の
屯
田
経
管
が
行
き
詰

ま
り
を
見
せ
、
漢
族
農
民
と
の
乳
牒
の
中
で
土
地
紛
争
を
激
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
、
軍
事
力
の
弱
睦
化
を
将
来
し
園
出
家
の
根
幹
を
揺
し
か
ね

な
い
大
問
題
で
あ
っ
た
。

匝
田
の
法
、
替
康
の
養
生
論
に
見
ゆ
。
是
れ
よ
り
歴
代
未
だ
天
下
に
通
用
す
る
こ
と
超
過
の
一
畝
三
剛
の
法
の
如
き
者
有
ら
ず
。

4 

こ
う
し
た
拭
況
下
で
開
始
さ
れ
た
匝
田
法
賓
施
の
議
論
が
『
金
史
』
匝
田
法
僚
に
牧
録
さ
れ
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
、

と
の
言
が
見
え
る
。
こ
こ
で
直
田
法
と
の
比
較
封
象
と
し
て
畢
げ
ら
れ
る
「
超
過
の
一
畝
三
酬
の
法
」
と
は
、
同
じ
く
前
漢
時
代
に
生
み
出
さ

れ
た
代
田
法
を
指
す
。
天
野
元
之
助
氏
に
よ
れ
ば
、
雨
農
法
は
と
も
に
ウ
ネ
立
て
を
行
い
、
ミ
ゾ
に
播
種
す
る
と
い
う
同
様
の
方
法
を
用
い
な

が
ら
も
、
代
田
法
が
大
農
経
営
を
封
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
直
田
法
は
こ
れ
を
小
農
育
成
の
た
め
に
零
細
農
地
に
適
磨
さ
せ
た

国
禁
式
農
耕
の
一
種
と
い
う
遣
い
が
あ
る
と
さ
れ
る
[
天
野
一
九
五
O
]
。
と
も
に
古
代
華
北
早
地
農
法
の
精
華
と
も
言
う
べ
き
雨
者
の
並
記
は

他
の
史
料
に
も
散
見
す
る
が
、
直
田
法
の
典
擦
と
し
て
替
康
「
養
生
論
」
が
奉
げ
ら
れ
る
の
は
極
め
て
異
例
で
あ
る
。

令
な
ど
経
書
の
註
や
農
業
技
術
書
で
あ
る
『
四
時
纂
要
』
、

既
に
述
べ
た
様
に
匝
田
法
の
原
黙
は
『
氾
勝
之
書
」
に
あ
り
、
北
貌
の
『
湾
民
要
術
」
が
そ
の
二

O
数
候
を
引
用
す
る
ほ
か
、
『
瞳
記
」
月

さ
ら
に
「
北
堂
書
妙
』
な
ど
の
類
書
に
も
引
用
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
後
世
に
停
え

ら
れ
た
。
中
で
も
、
華
北
日
干
地
農
法
に
闘
す
る
代
表
的
著
作
で
あ
る

『
斉
民
要
術
」
が
後
世
に
奥
え
た
影
響
は
大
き
く
、
北
宋
の
天
蕗
四
年



-
天
聖
年
間
(
一

O
二
三
i
三
二
)
に
は
刊
刻
・
出
版
が
な
さ
れ
、
館
聞
や
諸
遁
の
勘
農
司
に
所
載
さ
れ
た
。
封
宋
戦
争
の
最
中

(

7

)

(

8

)

(

9

)

 

よ
り
攻
略
し
た
都
市
に
お
い
て
書
籍
を
牧
集
し
、
開
封
落
城
の
後
に
は
開
封
府
庫
・
園
子
監
お
よ
び
宮
廷
内
の
太
清
棲
・
秘
閤
・
三
館
に
所
載

さ
れ
た
書
籍
と
版
木
を
接
牧
す
る
な
ど
、
北
宋
の
書
籍
を
積
極
的
に
牧
集
し
た
金
朝
政
権
に
も
こ
の
著
名
な
農
業
技
術
書
が
所
戴
さ
れ
て
い
た

(
U
)
 

こ
と
は
疑
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
匝
田
法
賓
施
の
経
緯
を
縁
る

(

一

O
二
O
)

『
金
史
」
匝
田
法
僚
の
目
頭
に
『
斉
民
要
術
」
で
は
な
く
、
哲
康
「
養

生
論
」
が
引
か
れ
る
こ
と
に
は
、

そ
こ
に
一
定
の
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
は
替
康
が
「
養
生

論
」
に
て
説
く
直
田
法
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

『
十
人
選
』
巻
五
三
に
収
録
さ
れ
る
「
養
生
論
」
に
よ
れ
ば
、
就
山
康
は
湯
の
時
代
の
日
干
魁
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
危
機
的
な
朕
況
の
中
で
も
努

力
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
(
一
殺
の
功
)
に
よ
っ
て
の
み
、
わ
ず
か
で
も
そ
の
成
果
ご
蹴
の
盆
)
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
誼
き
、
通
念
や
常
識

一
畝
の
土
地
か
ら
百
徐
剣
の
収
穫
を
上
げ
得
る
直
田
法
へ
の

(ロ)

言
及
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
哲
康
の
主
張
が
明
昌
初
年
か
ら
引
き
績
く
自
然
災
害
に
封
し
て
「
人
事
を
童
く
す
の
み
」
と
語
る
章

に
縛
ら
れ
る
首
時
の
人
々
を
批
判
す
る
[
馬
場
一
九
九
四
]
o

そ
の
一
例
と
し
て
、

5 

宗
の
思
い
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
こ
こ
に
積
極
的
な
労
働
力
の
投
入
と
精
棋
な
技
術
を
駆
使
し
て
大
量
の
牧
穫
を
得

つ
ま
り
、
農
業
技
術
書
の
代
表
た
る

る
こ
と
を
説
く
匝
田
法
の
賓
施
が
議
論
の
担
上
に
壁
、
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

コ
部
門
民
要
術
』

で
は
な
く
、

替
康
「
養
生
論
」
に
由
来
す
る
匝
田
法
賓
施
の
護
想
は
、
農
四
国
学
的
見
地
か
ら
の
匝
田
法
に
封
す
る
見
直
し
で
は
な
く
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
高
牧

(
日
)

量
へ
の
期
待
と
世
合
通
念
を
打
ち
破
る
と
い
う
革
新
性
へ
の
追
究
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

一
九
三
)
四
月
、
再
ぴ
直
田
法
賓
施
に
閲
す
る
議
論
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
よ
り
直
田
法
推
進
に
向
け
て
中
心
的
役
割
を
果
た

明
昌
四
年
(
一

す
の
が
、
同
年
三
月
に
参
知
政
事
に
就
任
し
た
育
持
固
で
あ
る
。
そ
の
主
張
は
大
定
年
間
と
比
較
し
て
人
口
が
増
加
し
た
反
面
、
固
家
支
出
も

増
大
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
直
田
法
を
賓
施
し
て
圃
家
歳
入
の
増
加
を
園
る
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
降
水
量
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減
少
と
農
業
生
産
の
不
振
に
封
し
て
政
府
内
に
危
機
感
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
、
直
田
法
賓
施
の
議
論
と
並
行
す
る
形
で
、
同
年
五
月
に
毎

(
日
)

月
の
降
水
量
及
び
生
産
状
況
の
数
値
報
告
が
諸
路
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
降
水
量
の
減
少
を
克
服
し
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得
る
耐
日
干
技
術
を
導
入
し
、
積
極
的
な
食
糧
増
産
を
目
指
す
こ
と
こ
そ
が
匝
田
法
賓
施
の
目
的
で
あ
り
、
特
定
の
農
業
技
術
を
風
土
の
異
な
る

各
地
域
に
て
賓
施
さ
せ
る
と
い
う
劃
期
的
な
試
み
が
賓
行
に
移
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

直
田
法
推
進
抵
の
中
心
た
る
膏
持
園
が
参
知
政
事
就
任
直
後
よ
り
そ
の
賓
施
に
向
け
て
用
意
周
到
な
準
備
を
推
し
進
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
歴
代
王
朝
に
よ
っ
て
匝
田
法
が
賓
施
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
を
問
う
章
宗
に
封
し
て
、
民
衆
の
理
解
不
足
に
由
来
す
る
も

(
日
)

の
と
し
て
そ
の
疑
念
を
梯
拭
す
る
と
同
時
に
、
既
に
中
都
南
郊
に
て
試
験
賓
施
を
開
始
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

(
日
)

あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
同
じ
く
参
知
政
事
の
任
に
あ
っ
た
爽
谷
衡
は
、
投
入
労
働
力
に
見
合
う
収
穫
が
期
待
で
き
ず
、
い
た
ず
ら
に
農
作
業

(
げ
)

を
阻
害
し
て
田
土
を
荒
廃
さ
せ
る
だ
け
だ
と
の
反
論
を
行
う
が
、
最
終
的
に
は
章
宗
の
判
断
に
基
づ
き
試
験
績
行
が
認
め
ら
れ
た
。

一
九
四
)
正
月
、
向
書
省
よ
り
直
田
法
の
賓
施
が
正
式
に
進
言
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
各
地
の
土
地
調
査
を
行
っ
た

(
同
)

上
で
賓
施
せ
よ
と
の
救
が
愛
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
明
昌
七
年
(
一

明
く
る
明
昌
五
年
(
一

一
九
六

一
O
月
に
承
安
に
改
元
)
四
月
に
初
め
て
匝
田
法
が
賓
施
さ
れ
、

6 

翌
五
月
に
は
章
宗
自
ら
が
中
都
近
郊
の
耕
地
を
視
察
し
て
、
匝
種
の
賓
施
賦
況
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
救
が
護
せ
ら
れ
て
よ
り
賓
施
に

至
る
ま
で
に
、
約
一
年
齢
り
の
月
日
が
費
や
さ
れ
た
理
由
は
記
さ
れ
な
い
が
、
作
物
に
よ
り
播
種
の
時
期
が
異
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

さ
ら
に
寒
暖
の
差
異
に
由
来
す
る
成
熟
期
間
の
地
域
差
を
勘
案
す
れ
ば
、
首
初
よ
り
全
園
一
律
の
開
始
時
期
が
設
定
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

明
昌
七
年
の
匝
種
開
始
が
先
の
中
都
南
郊
に
お
け
る
試
験
賓
施
と
同
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
で
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
中
都
周
遣
に
お
け
る

匿
種
開
始
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
栽
培
作
物
や
気
象
候
件
な
ど
地
域
聞
の
差
異
に
基
づ
い
て
匝
種
開
始
の
賓
施
時
期
に
あ
ら
か
じ
め
時
間

差
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

匝
団
法
の
賓
施
規
定

明
昌
五
年
の
匝
田
法
賓
施
を
命
じ
る
救
の
殻
令
に
先
立
ち
、
「
陳
言
人
武
砂
高
翌
」
な
る
人
物
が
「
匝
種
法
」
を
た
て
ま
つ
り
、
人
丁
・
土

地
の
敷
を
調
べ
た
上
で
賓
施
面
積
を
定
め
て
匝
種
を
行
わ
せ
る
よ
う
に
と
の
提
言
を
行
っ
た
。
肩
書
き
と
し
て
は
陳
言
人
武
惨
と
の
み
記
さ
れ



る
高
翌
に
つ
い
て
闘
連
史
料
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
『
金
史
』
に
散
見
す
る
陳
言
人
の
用
例
か
ら
考
え
て
、
地
方
の
無
官
の
有
識

(
四
)

者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
既
に
述
べ
た
様
に
、
匝
種
賓
施
に
先
立
っ
て
高
翌
の
陳
言
に
含
ま
れ
る
土
地
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加

え
て
、
庶
人
で
あ
ろ
う
高
翌
の
陳
言
が
正
史
に
記
録
を
止
め
た
こ
と
白
瞳
、
匝
田
法
の
具
瞳
的
内
容
を
記
す
「
匝
種
法
」
が
正
式
に
採
用
さ
れ

た
こ
と
を
音
山
味
し
よ
う
。
こ
う
し
た
庶
人
の
陳
言
に
閲
し
て
は
、
採
用
す
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
に
麿
じ
て
銀
絹
を
奥
え
、
事
柄
が

(
初
)

重
要
案
件
に
及
ぶ
場
合
に
は
吏
部
格
に
従
っ
て
官
位
を
授
け
る
と
の
規
定
も
存
在
し
た
。
制
度
上
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
た
庶
人
の
陳
言
で
は

あ
る
が
、
高
翌
の
陳
言
が
採
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
有
数
性
を
皇
帝
章
宗
や
政
府
首
脳
に
認
め
さ
せ
る
だ
け
の
説
得
性
と
具
睦
性
を
持
つ

こ
と
が
不
可
扶
で
あ
る
。
加
え
て
、
そ
の
内
容
が
地
域
的
な
差
異
が
大
き
く
、
か
つ
賓
穀
性
が
重
視
さ
れ
る
農
業
技
術
と
い
う
事
項
に
属
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
陳
言
内
容
の
持
つ
具
瞳
牲
と
説
得
性
は
武
砂
豚
に
お
け
る
匝
種
の
賓
績
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得

(
社
)

な
し
。議

論
開
始
か
ら
ほ
ぼ
二
年
間
に
亘
る
月
日
を
経
て
護
せ
ら
れ
た
明
昌
五
年
救
に
は
、
匝
団
法
賓
施
に
閲
す
る
諸
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
と
考

7 

え
ら
れ
る
が
、
救
白
樫
は
現
存
せ
ず
、
そ
の
詳
細
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
金
史
」
直
田
法
僚
に
よ
り
、
わ
ず
か
に
知
り
得
る
規
定

内
容
は
以
下
の
三
項
で
あ
る
。

農
田
百
畝
以
上
、
如
し
河
川
に
瀕
い
水
を
得
易
き
の
地
な
れ
ば
、
須
く
三
十
絵
畝
を
直
種
せ
し
め
、
多
く
種
す
る
者
は
聴
す
べ
し
。

水
無
き
の
地
は
則
ち
民
の
便
に
従
る
。

の
お
千
戸
・
謀
克
・
牒
官
に
委
ね
て
法
に
依
り
て
勘
率
せ
し
む
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
耕
地
面
積
一

O
O畝
(
一
頃
)
が
前
提
候
件
で
あ
り
、
具
躍
的
に
は
一
頃
以
上
の
耕
地
を
有
す
る
者
が
、
そ
の
う
ち
の
三

O

畝
程
度
に
匝
田
法
を
賓
施
す
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
河
川
に
近
接
し
た
地
域
に
お
い
て
賓
施
し
、
水
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
土
地
に
つ
い
て

(
泣
)

は
、
そ
の
賓
施
の
可
否
は
民
の
意
志
に
委
ね
ら
れ
た
。
こ
れ
は
人
力
に
よ
る
濯
概
方
法
を
用
い
る
と
は
言
え
、
匝
田
法
の
賓
施
に
は
濯
慨
用
水

583 

の
確
保
が
必
要
保
件
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
章
宗
朝
に
お
い
て
は
匝
団
法
貰
施
と
並
行
し
て
明
昌
五
年
間
一

O
月
よ
り
濯
瓶
水
路
整
備
が
積
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(
お
)

極
的
に
推
進
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
監
督
責
任
者
と
し
て
地
方
官
(
牒
官
)
と
と
も
に
猛
安
(
千
戸
)

田
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
女
異
人
の
屯
田
に
お
い
て
も
匝
田
法
の
賓
施
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
経
済
的
復
阻
興
ハ
が
意
圃
さ
れ
た
こ
と
を
音

こ
れ
ら
明
昌
五
年
救
に
含
ま
れ
た
賓
施
規
{
定
疋
以
外
に
、
明
昌
七
年
四
月
九
日
に
初
め
て
直
田
法
を
賓
施
す
る
に
首
た
っ
て
、

謀
克
が
翠
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
民

男
年
十
五
以
上
、
六
十
才
以
下
に
し
て
土
田
を
有
す
る
者
は
、
丁
ご
と
に
一
畝
に
種
し
、
丁
多
き
者
は
五
畝
に
て
止
む
。

(

仰

は

)

(

お

)

と
の
規
定
が
出
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
に
閲
し
て
は
、
翌
承
安
二
年
(
一
一
九
七
)
二
月
に
南
京
路
提
刑
使
馬
百
誠
に
よ
っ
て
、

聖
訓
に
「
農
民
地
一
頃
有
る
者
は
一
畝
を
匝
種
し
、
五
畝
も
て
即
ち
止
む
」
と
あ
り
。
臣
以
清
ら
く
地
の
肥
痩
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
乞
う

ら
く
は
畝
数
を
限
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
。

と
の
上
奏
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
追
加
規
定
が
章
宗
の
詔
(
聖
訓
)
と
し
て
護
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
所
有
地
面
積
一
頃
を
基
準
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
、
明
昌
五
年
救
の
一
頃
以
上
の
土
地
所
有
者
に
針
す
る
三

O
畝
程
度
の
匝
種
賓
施

こ
う
し
た
後
退
的
な
規
定
が
な
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
先
の
明
昌
五
年
の
規
定
で
は
、

一
頃
以
上
の
耕
地
所
有
者
の
聞
に
匝
種
賓

8 

と
比
較
し
て
、

そ
の
賓
施
面
積
が
減
少
し
た
か
に
も
受
け
取
れ
る
。
但
し
、
未
だ
匝
田
法
の
殺
果
が
判
明
す
る
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
肢
に

施
面
積
に
閲
す
る
差
異
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
明
昌
七
年
詔
が
音
山
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
直
田
法
賓
施
面
積
を
一
頃
以
上
に
封
し
て

一
律
の
三

O
畝
程
度
か
ら
、
男
丁
の
多
寡
に
陪
じ
て
一
頃
に
つ
き
一

l
五
畝
と
改
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
丁
と
土
地
所
有
面
積
に
麿
じ
て
匝

種
賓
施
面
積
を
決
定
す
る
と
い
う
高
翌
の
陳
言
を
よ
り
反
映
す
る
形
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
男
丁
の
多
寡
に
麿
じ
て
一

l
五
畝
と

し
た
匝
種
面
積
の
限
定
に
つ
い
て
は
、
馬
百
椋
の
上
奏
に
よ
り
各
地
の
土
壌
の
善
し
悪
し
が
同
じ
で
な
い
と
い
う
理
由
で
撤
慶
さ
れ
た
が
、
こ

れ
は
匝
田
賓
施
面
積
を
規
定
し
な
い
よ
り
現
賓
的
な
賓
施
方
法
が
模
索
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
直
田
貰
施
の
前
提
候
件
と
さ
れ
た
土
地
所
有
面
積
に
閲
し
て
は
、
金
代
の
土
地
所
有
面
積
に
閲
す
る
デ
l
タ
が
乏
し
い
た
め
、

参
考
と
し
て
宋
代
の
拭
況
を
見
る
と
、

一
頃
以
上
の
土
地
所
有
者
は
上
等
戸
(
第

二
等
戸
の
地
主
層
と
第
三
等
戸
の
自
作
農
)
に
相
首
す
る
。

金
代
の
賦
況
が
こ
れ
と
大
差
な
い
と
す
れ
ば
、
零
細
土
地
所
有
者
や
佃
戸
に
釘
し
て
は
匝
種
賓
施
の
封
象
外
と
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は



精
綾
な
技
術
を
用
い
る
匝
田
法
を
賓
施
す
る
に
は
多
大
な
川
地
労
働
力
の
投
入
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
可
能
と
す
る
だ
け
の
資
産
お
よ
び
労
働
力

を
有
し
た
土
地
所
有
者
に
の
み
賓
施
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
所
有
地
の
一
部
に
封
し
て
の
み
匝
田
法
の
賓
施
が
求
め
ら

れ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
大
規
模
な
賓
施
を
不
可
能
と
す
る
匝
田
法
の
技
術
的
制
限
に
加
え
て
、
従
来
の
耕
作
地
の
大
半
を
維
持
し
た
ま
ま
一

部
の
土
地
に
直
田
法
を
賓
施
さ
せ
る
こ
と
で
、
水
不
足
時
に
お
い
て
も
一
定
の
税
収
を
確
保
す
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
リ
ス
ク
分
散
的
護
想
に

基
づ
く
現
賓
的
な
運
用
方
法
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

信
用
二
一
位
即

侯
馬
金
墓
刻
丈
が
語
る
貰
情

こ
れ
ま
で
匝
田
法
賓
施
に
閲
す
る
議
論
の
推
移
を
主
に
「
金
史
』
匝
田
法
僚
に
依
っ
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
『
金
史
』
巻
四
六
・
食

貨
志
冒
頭
の
総
論
部
分
に
お
い
て
、

田
制
、
水
利
、
匝
田
の
目
、
或
い
は
膝
か
に
行
い
随
い
て
騒
め
、
或
い
は
屡
し
ば
試
み
る
も
数
無
く
、
或
い
は
熟
議
す
る
も
未
だ
行
な
わ

9 

ず
。
成
く
篇
に
著
し
、
以
て
一
代
の
制
を
備
う
と
云
う
。

と
記
さ
れ
る
様
に
、
匝
田
法
に
つ
い
て
も
或
い
は
「
熟
議
す
れ
ど
も
未
だ
行
な
わ
ず
」
と
い
っ
た
状
況
が
疑
わ
れ
る
が
、
(
貫
例
を
件
わ
な
い

『
金
史
』
直
田
法
僚
の
記
載
の
み
に
依
嫁
し
て
は
こ
の
首
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
史
料
が
一
九
六
四
年
に
護

掘
が
な
さ
れ
た
後
、
約
三

O
年
の
年
月
を
経
て
一
九
九
七
年
に
報
告
が
な
さ
れ
た
山
西
省
侯
馬
の
金
代
惇
墓
「
侯
馬
一

O
一
一
(
一
止
式
に
は
六
四

H
四
M
一
O
二
)
競
金
墓
」
前
室
北
壁
の
門
楼
左
側
の
石
柱
に
刻
ま
れ
た
九
八
字
の
丈
字
で
あ
る
。

同
墓
の
護
掘
に
携
わ
っ
た
楊
富
斗
氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
石
柱
に
は
以
下
の
文
字
が
確
認
さ
れ
る
。

上
判
に
「
百
姓
を
し
て
忙
ぎ
匝
田
に
種
せ
し
む
。

一
畝
ご
と
に
一
千
五
百
匿
を
要
め
、
匝
ご
と
に
一
升
を
打
約
す
」
と
。
本
家
の
刷
し
到

(

お

)

イ

タ

れ
る
物
は
四
百
石
た
り
。
/
/
時
明
昌
楽
年
捌
月
日
入
功
す
。
年
前
十
月
内
よ
り
、
六
月
十
九
日
に
至
到
り
雨
を
得
る
こ
と
有
り
。
米
奏

戸Q戸υ凸υ

は
計
慣
二
百
五
十
た
り
。
二
十
二
日
に
到
り
て
、
秋
田
に
種
下
し
、
/
/
畝
ご
と
に
穀
一
石
を
牧
む
。
菜
豆
は
畝
ご
と
に
一
石
、
棄
は
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約
そ
五
分
た
り
。
又
た
差
官
遍
く
刷
物
を
行
う
。
[
文
中
の
「
/
/
」
は
改
行
を
一
一
小
す
]

墓
主
は
董
三
郎
(
名
は
海
)
、
河
東
南
路
絡
陽
軍
曲
沃
牒
被
祁
郷
風
上
村
の
住
人
で
あ
り
、
同
墓
中
に
は
斐
届
出
身
の
妻
越
氏
、
長
子
靖
(
常
時

氏
)
ら
九
人
に
第
三
子
董
念
五
の
娘
夫
婦
と
お
ぼ
し
き
二
人
を
加
え
た
計
一

三
五
才
、
妻
は
西
李
村
の
文
氏
)
、
次
子
棲
喜
(
首
時
二
五
才
、
妻
は
秋
庄
村
の
衛
氏
と
西
李
村
の
文
氏
)
、
三
子
念
五
(
常
時
二

O
才
、
妻
は
高
村
の
趨

(
お
)

一
名
が
合
葬
さ
れ
て
い
た
。

ま
ず
、
刻
文
目
頭
に
「
上
判
」
の
文
字
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
「
上
畔
」
と
も
稽
さ
れ
る
丈
書
形
式
で
あ
り
、
上
位
機
関
、
特
に
尚
書
省
よ

り
の
下
行
丈
書
を
指
す
[
井
黒
二

O
O
四
]
0

よ
っ
て
、
本
刻
文
中
の
「
上
判
」
は
尚
書
省
よ
り
嘗
該
地
域
を
管
轄
す
る
平
陽
府
へ
と
迭
ら
れ
、

さ
ら
に
絡
州
、
曲
沃
豚
へ
と
迭
付
さ
れ
た
匝
田
法
賓
施
を
命
じ
る
丈
書
を
指
す
。
そ
の
内
容
と
は
一
畝
首
た
り
一
五

O
O匝
の
作
成
を
要
求
し
、

(
却
)

一
匝
嘗
た
り
一
升
の
牧
穫
を
見
込
む
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
基
準
に
則
っ
て
董
海
家
に
は
四

O
O
石
が
「
刷
」
さ
れ
た
。
楊
氏
は
こ
れ
を

賓
際
の
徴
牧
額
で
あ
る
と
解
し
、
董
海
家
は
お
お
よ
そ
一

O
O畝
弱
の
土
地
を
有
し
、
そ
の
内
の
二
七
畝
の
土
地
に
匝
種
を
行
っ
て
い
た
と
し

但
し
、
こ
の
見
解
に
は
首
肯
し
難
い
貼
が
あ
る
。
ま
ず
、
上
判
が
指
す
文
書
に
つ
い
て
、
肢
に
規
定
内
容
の
嬰
更
を
惇
え
る
明
昌
七
年
詔
が

10 

て
、
こ
れ
が
明
昌
五
年
救
の
規
定
[
一
]
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
一
不
す
[
楊
一
九
九
七
、
楊
・
楊
一
九
九
七
]
0

護
せ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
明
昌
五
年
救
の
規
定
内
容
を
指
す
と
す
る
賄
で
あ
る
。
こ
れ
に
閲
し
て
は
、
氏
の
算
出
し

た
董
海
家
の
所
有
地
「
一

O
O畝
弱
」
と
匝
田
賓
施
面
積
「
二
七
畝
」
は
、
最
密
に
は
明
昌
五
年
救
の
規
定
で
あ
る
所
有
地
「
一

O
O
畝
以

上
」
、
匝
田
賓
施
面
積
「
三

O
絵
畝
」
と
も
符
合
し
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
上
判
は
明
昌
七
年
詔
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
問
題
と
な

る
の
が
、
「
刷
」
を
匝
田
賓
施
地
か
ら
の
賓
際
の
徴
収
額
と
解
す
る
貼
で
あ
る
。
氏
の
見
解
に
従
え
ば
二
七
畝
の
匝
種
賓
施
地
か
ら
あ
が
る
牧

穫
量
が
全
て
徴
牧
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
匝
田
法
賓
施
の
目
的
が
税
牧
増
加
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
極
端
な
税
徴
牧
が
な
さ
れ
た

と
は
到
底
考
え
に
く
い
。
試
み
に
『
金
史
」
食
貨
志
・
賦
税
候
に
見
え
る
私
回
の
夏
税
率
を
基
に
四

O
O
石
を
徴
牧
す
べ
き
耕
地
面
積
を
算
出

(
初
)

す
れ
ば
二
二

O
O頃
以
上
に
も
の
ぼ
る
こ
と
と
な
り
、
金
代
に
お
い
て
も
大
土
地
所
有
が
護
達
し
て
い
た
と
は
言
え
、
あ
ま
り
に
慶
大
な
所
有

地
で
あ
る
。
で
は
、
楊
氏
が
徴
牧
額
と
解
し
た
「
刷
」
、
「
刷
物
」
と
は
い
か
な
る
行
矯
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。



確
か
に
『
金
史
」
中
に
は
、
「
刷
」
、
或
い
は
「
拘
刷
」
の
語
を
用
い
る
事
例
が
散
見
す
る
。
但
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
土
地
や
人
馬
の
強

制
的
な
徴
護
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
租
税
徴
収
の
丈
脈
に
て
用
い
た
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ

に
針
し
て
、
南
宋
時
代
の
用
例
と
し
て
「
刷
」
を
線
酷
検
、
線
あ
ら
た
め
の
意
味
と
す
る
用
例
が
確
認
さ
れ
る
日
中
一
九
六
九
]
。
こ
の
用
例

に
従
っ
て
「
刷
」
を
線
貼
検
の
意
味
に
解
せ
ば
、
回
目
頭
の
上
判
に
績
く
「
刷
到
物
」
は
夏
回
収
穫
量
の
線
貼
検
で
あ
り
、
丈
末
の
「
刷
物
」
は

秋
田
牧
穫
量
の
纏
貼
検
と
な
ろ
う
。

さ
ら
に
、
牧
穫
量
貼
検
の
封
象
で
あ
る
が
、
刻
丈
中
に
は
夏
田
の
賓
牧
穫
量
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
た
め
、
仮
に
雨
を
得
て
ま
ず
ま
ず
の

成
果
を
得
た
秋
田
の
収
穫
量
に
よ
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
秋
田
に
お
け
る
穀
(
粟
)
の
賓
牧
穫
量
は
一
畝
首
た
り
一
石
で
あ
り
、
四

O
O
石
の

牧
穫
量
を
匝
田
地
の
み
に
で
ま
か
な
う
に
は
四

O
O畝
も
の
慶
大
な
貰
施
地
が
必
要
と
な
る
が
、
過
度
の
細
作
を
必
要
と
す
る
匝
田
法
を
こ
う

し
た
慶
大
な
土
地
に
賓
施
す
る
こ
と
は
貰
質
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
ま
し
て
、
刻
丈
に
よ
れ
ば
明
昌
六
年
一

O
月
よ
り
翌
七
年
六
月
ま
で
の
凡

(

但

)

(

泣

)

そ
八
ヶ
月
間
、
雨
が
降
ら
ず
、
米
奏
の
慣
格
は
一
斗
首
た
り
二
五

O
丈
に
上
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
悪
候
件
の
も
と
で
匝
種
貰
施
に
よ
る

11 

夏
回
収
穫
量
が
見
込
み
通
り
の
一
畝
首
た
り
一
五
石
を
達
成
し
得
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
牧
穫
量
の
賄
検
に
首
た
っ
て
、
匝
種

賓
施
地
の
み
の
牧
穫
量
を
別
に
貼
検
し
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
か
ら
も
、
刷
が
音

(竹お
ω)

耕
地
か
ら
あ
が
る
欣
穫
量
で
あ
つ
た
と
考
冶
え
え
、
ざ
ざ
る
を
得
な
い

O

こ
う
し
た
汲
遣
官
吏
に
よ
る
直
田
法
賓
施
前
後
の
煩
墳
な
ま
で
の
賄
検
作
業
は
、

「
法
に
依
り
て
勘
卒
せ
よ
」
と
命
じ
ら
れ
た
牒
官
ら
に
よ
る
新
た
な
農
業
技
術
の
普
及
と
そ
の
穀
果
を
確
認
す
べ
く
な
さ
れ
た
措
置
で
あ
る
と

と
も
に
、
明
日
回
五
年
段
階
で
各
路
に
封
し
て
求
め
ら
れ
た
生
産
朕
況
の
数
値
報
告
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

漢
代
以
来
、
匝
田
法
を
説
く
諸
丈
献
に
お
い
て
見
込
み
収
穫
量
を
誇
大
に
算
出
す
る
傾
向
が
あ
り
[
寓
一
九
五
八
]
、
見
込
み
量
と
賓
額
と
の

(
汎
)

懸
隔
が
匝
田
法
貰
施
を
頓
挫
さ
せ
る
一
因
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
反
映
し
て
、
開
始
よ
り
八
年
後
の
泰
和
四
年
(
二
一
O
四
)
九
月
に

そ
の
弊
害
が
向
書
省
自
身
か
ら
提
出
さ
れ
る
事
態
に
立
ち
至
る
。
鼠
に
積
極
推
進
振
の
中
心
で
あ
っ
た
膏
持
固
は
浸
し
、

メ
ン
バ
ー
を
一
新
し

587 

た
向
主
目
省
の
見
解
は
、
自
然
災
害
が
起
こ
っ
て
か
ら
に
わ
か
に
匝
田
法
を
用
い
て
耕
作
を
行
う
た
め
賓
放
性
が
な
い
と
し
た
上
で
、
地
域
聞
に
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お
け
る
自
然
環
境
の
差
違
を
考
慮
せ
ず
、
全
園
一
律
に
直
田
法
を
行
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
弊
害
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

出
問
主
目
省
よ
り
匝
田
法
の
問
題
貼
が
指
摘
さ
れ
る
直
前
の
泰
和
四
年
夏
に
御
史
中
丞
孟
錆
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
上
奏
は
、
本
年
春
か
ら
の
日
干
魅

(
お
)

へ
の
封
麿
策
と
し
て
、
低
所
に
お
い
て
ウ
ネ
立
て
し
て
播
種
し
、
井
戸
を
掘
削
し
て
地
下
水
濯
瓶
を
行
う
こ
と
を
提
言
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
末
尾
に
は
「
匝
種
の
法
此
れ
よ
り
始
む
」
と
の
記
載
が
な
さ
れ
る
。
但
し
、
侯
馬
金
墓
刻
丈
に
記
さ
れ
た
様
に
、
肢
に
明
昌
七
年
よ
り
匝
種

の
賓
施
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
確
賓
で
あ
り
、
こ
れ
は
泰
和
四
年
の
段
階
で
一
旦
は
そ
の
賓
施
が
途
絶
え
て
い
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
再
賓
施

を
求
め
る
提
言
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
尚
書
省
に
よ
る
匝
田
法
の
議
論
も
お
そ
ら
く
は
こ
の
度
の
再
賓
施
を
受
け
て
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
批
判
に
あ
る
様
に
匝
田
法
賓
施
が
自
然
災
害
護
生
後
に
急
逮
こ
れ
を
行
う
と
い
っ
た
状
況
、
す
な
わ
ち
『
金
史
』
食
貨
志
の
線

論
に
言
、
っ
「
際
か
に
行
い
随
い
て
畷
」
む
と
い
う
賦
況
に
壁
容
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
向
童
日
省
の
進
言
に
封
し
て
、
章
宗
は
地
方
官
や
按

察
司
に
農
業
奨
闘
の
任
を
委
ね
、
な
お
も
匝
団
法
賓
施
に
固
執
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
が
、
遂
に
そ
の
賓
施
は
不
可
能
と
な
る
に
至
っ
た
。

信
用
二
立
早

匝
団
法
の
継
承
と
展
開

12 

第
一
節

受
け
継
が
れ
る
技
術
と
政
策

一
旦
は
賓
施
不
能
と
な
っ
た
匝
田
法
で
は
あ
っ
た
が
、

モ
ン
ゴ
ル
軍
の
侵
攻
の
前
に
開
封
へ
と
都
を
遷
し
た
貞
祐
二
年
(
一
一
二
四
)
、
山
西

に
お
い
て
義
勇
軍
を
組
織
し
、
太
行
山
麓
の
弘
州
・
蔚
州
の
防
衛
に
努
め
た
田
琢
に
よ
っ
て
、
匝
回
法
の
再
賓
施
を
含
む
富
国
強
兵
策
が
宣
宗

に
上
奏
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
郷
里
を
逐
わ
れ
河
南
・
陳
西
へ
と
移
り
住
ん
だ
人
々
は
数
知
れ
ず
、
人
々
に
食
糧
を
供
給
す
る
た
め
に
、
兵
士
を

用
い
て
屯
田
を
行
い
、
官
吏
を
督
闘
し
て
農
業
振
興
を
園
ら
せ
る
と
と
も
に
、
匝
田
法
を
用
い
て
農
地
開
設
を
目
指
す
こ
と
が
進
言
さ
れ
た
の

(
お
)

で
あ
る
。

田
琢
の
直
田
法
再
賓
施
と
屯
田
振
興
を
説
く
富
国
強
兵
策
が
賓
行
に
移
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

モ
ン
ゴ
ル
軍
に
よ
っ
て
河
北
・
山
西



の
地
が
探
聞
さ
れ
、
さ
ら
な
る
閉
塞
状
況
が
強
ま
る
中
、
大
量
の
流
動
人
口
を
抱
え
込
む
こ
と
で
一
奉
に
膨
れ
あ
が
っ
た
新
都
開
封
の
食
を
支

え
る
た
め
、
す
な
わ
ち
河
南
の
地
に
逼
塞
し
た
園
家
の
存
績
を
園
る
た
め
に
匝
田
法
が
再
ぴ
賓
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
『
遺
山
先
生
丈
集
」

巻
二

O
「
資
善
大
夫
吏
部
尚
書
張
公
紳
遁
碑
銘
井
引
」
に
よ
れ
ば
、

(
正
大
)
四
年
、
太
夫
人
の
憂
い
に
丁
た
り
、
甫
め
卒
聞
大
す
る
も
、
特
旨
も
て
起
復
せ
ら
る
。
宰
相
奏
し
て
公
を
京
南
路
司
農
卿
に
擬
す

る
に
、
上
日
く
「
五
日
れ
張
某
を
得
て
朝
夕
に
相
い
見
え
ん
と
欲
す
。
外
補
せ
し
む
る
な
か
れ
」
と
。
宰
相
以
え
ら
く
一
一
一
路
の
調
度
、
京
南

は
什
の
六
に
首
た
り
、
司
農
の
寄
託
尤
も
重
く
ん
ば
、
暫
ら
く
之
れ
を
鞍
め
以
て
往
か
し
む
る
を
欲
す
る
の
み
と
。
上
之
れ
に
従
い
、
故

え
に
此
の
授
有
り

0

・
:
(
中
略
)
・
:
農
司
に
居
る
こ
と
十
年
、
事
は
有
且
を
以
て
恥
と
馬
し
、
立
つ
る
所
の
候
書
一
は
、
力
は
省
か
れ
功
は

倍
せ
ば
、
能
く
饗
易
す
る
者
有
る
な
し
。
京
南
に
在
る
に
、
日
ぴ
民
に
匝
種
を
課
し
て
地
桑
を
栽
え
し
め
、
歳
ご
と
に
成
否
を
覗
る
。
父

兄
の
子
弟
に
於
け
る
が
若
く
、
慰
む
る
に
農
里
の
言
を
以
て
し
、
而
し
て
之
れ
を
公
上
の
奉
に
勉
め
し
む
。

13 

農
政
機
関
の
官
職
を
一

0
年
聞
に
百
一
り
歴
任
し
た
張
正
倫
に
は
、
正
大
四
年
(
一
二
二
七
)
以
降
、
京
南
路
司
農
卿
と
し
て
緊
急
の
課
題
で
あ

っ
た
開
封
へ
の
食
糧
供
給
が
委
ね
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
開
封
に
擦
っ
た
金
朝
政
府
に
釘
す
る
食
糧
供
給
の
六

O
%を
占
め
た
京
南
路

(
治
所
は
許
州
)
に
お
い
て
、
日
々
農
民
に
匝
田
法
を
教
示
す
る
こ
と
で
食
糧
の
増
産
を
園
る
と
と
も
に
、
柔
の
苗
木
を
植
え
付
け
る
地
桑
の

(
幻
)

技
術
を
用
い
て
、
桑
栽
培
の
促
進
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

賓
生
法
と
比
較
し
て
、

こ
こ
で
張
正
倫
が
用
い
た
地
桑
(
法
)
と
は
、
宋
代
以
来
、
華
北
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
密
植
栽
培
の
技
術
で
あ
り
、
種
子
の
播
種
に
よ
る

よ
り
短
期
間
で
の
生
長
を
促
成
す
る
と
い
う
殻
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
[
本
田
一
九
七
三
]
。
こ
の
技
術
は

「
務
本

新
書
』
や
『
士
農
必
用
』
に
収
録
さ
れ
、

モ
ン
ゴ
ル
時
代
の

と
柔
栽
培
は
並
記
さ
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
雨
者
は
技
術
的
に
も
、
ま
た
栽
培
地
の
形
態
の
面
に
お
い
て
も
共
通
す
る
性
質
を
有
し
、

『
農
桑
輯
要
』
や
王
柏
『
農
書
』
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
匝
種モ

ン
ゴ
ル
時
代
に
お
い
て
は
匝
園
地
の
周
園
と
内
部
の
通
路
に
お
い
て
桑
の
栽
培
が
な
さ
れ
る
。
漢
代
直
田
法
を
記
す
『
氾
勝
之
書
』
に
は
確
認

589 

で
き
な
い
匝
田
法
と
桑
栽
培
の
組
み
合
わ
せ
の
先
例
を
金
末
張
正
倫
の
事
例
の
中
に
見
い
だ
す
、
」
と
が
で
き
る
。
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る
」
と
あ
り
、

張
正
倫
の
事
例
以
降
に
つ
い
て
は
、
『
務
本
新
書
』
に
「
壬
辰
、
戊
成
の
際
、
但
だ
能
く
三
五
畝
に
匝
種
す
る
者
の
み
、
些
臼
な
餓
存
を
克
が

一
二
三
一
一
年
(
壬
辰
)
と
一
二
三
八
年
(
戊
戊
)
に
匝
種
を
行
っ
た
者
が
機
謹
の
被
害
か
ら
逃
れ
得
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
賓

施
主
睦
や
地
域
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、
再
ぴ
直
田
法
賓
施
が
確
認
で
き
る
の
は
ク
ピ
ラ
イ
時
代
中
統
年
聞
を
待
つ
こ
と
と
な
る
。
『
至
正

集
』
巻
五
三
「
故
承
直
郎
余
嶺
南
虞
西
遁
提
刑
按
察
司
事
葛
公
墓
碑
」
に
よ
れ
ば
、

(
中
統
)
一
一
一
年
、
輝
州
判
に
復
せ
ら
れ
る
。
詔
あ
り
て
農
桑
を
課
す
る
に
、
時
に
河
北
弄
に
機
え
、
部
使
者
匝
田
法
を
頒
つ
も
、
郡
口
巴
行

(

刊

日

)

う
に
敏
か
ら
ざ
れ
ば
、
公
に
撤
し
て
按
豪
せ
し
む
。
婦
か
ら
野
人
を
率
い
、
宜
し
き
を
相
て
方
を
授
く
れ
ば
、
熟
し
て
百
倍
を
得
。
土
の

境
明
な
る
者
は
、
救
う
る
に
糞
薙
を
以
て
し
、
都
境
こ
れ
に
法
る
。

と
あ
り
、
葛
楽
が
輝
州
判
官
の
任
に
就
い
た
中
統
三
年
(
二
ヱ
ハ
二
)
に
農
業
奨
闘
を
命
じ
る
詔
書
が
下
さ
れ
、
河
北
に
お
い
て
頻
護
し
た
機

謹
へ
の
封
策
と
し
て
、
部
使
者
に
よ
る
匝
団
法
の
頒
布
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
時
、
輝
州
に
お
い
て
は
葛
柴
の
指
導
の
も
と
運
用

(ω) 

の
宜
し
き
を
得
て
、
従
来
の
「
百
倍
」
に
上
る
牧
穫
を
上
げ
る
。
さ
ら
に
痩
せ
た
土
地
に
お
い
て
も
、
「
糞
薙
」
す
な
わ
ち
輩
の
糞
を
ま
ぶ
し

14 

た
桑
の
葉
く
ず
を
肥
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
地
力
を
向
上
さ
せ
る
な
ど
の
成
功
を
牧
め
た
こ
と
で
、
都
境
で
は
こ
の
輝
州
モ
デ
ル
に
倣
っ
て

(
社
)

直
田
法
が
賓
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
こ
に
見
え
る
河
北
に
お
け
る
機
謹
護
生
の
背
景
に
は
、
中
統
三
年
二
月
に
勃
設
し
た
李
壇
の
乱
と
そ
れ
に
伴
う
耕
地
の
荒
麿
と
い
う
賦
況

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
、
同
年
に
護
せ
ら
れ
た
農
業
奨
闘
に
閲
す
る
詔
が
中
統
三
年
四
月
一
九
日
に
護
せ
ら
れ
た
田
土
の
開
墾
、
桑
棄
の
栽

(
必
)

培
を
奨
闘
す
る
ク
ピ
ラ
イ
の
詔
を
指
す
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
は
中
統
元
年
(
会
二
六
O
)
五
月
一
九
日
お
よ
び
中
統
二
年
(
一
二
六
二
四

月
二
四
日
に
宣
撫
司
官
に
宛
て
て
設
せ
ら
れ
た
農
業
奨
闘
の
詔
に
績
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
貼
で
初
め
て
行
中
書
省
、
官
一
慰
司
、
諸
路
の

ダ
ル
ガ
や
管
民
官
と
い
っ
た
統
治
下
全
域
の
各
官
に
田
土
の
開
墾
と
桑
棄
の
栽
培
を
命
じ
る
農
業
奨
闘
が
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
詔
の

具
瞳
的
内
容
は
確
認
で
き
な
い
が
、
前
掲
の
史
料
に
よ
り
、
土
地
荒
廃
と
飢
謹
へ
の
封
策
と
し
て
匝
田
法
の
賓
施
が
盛
り
込
ま
れ
、
そ
の
技
術

(
必
)

が
各
地
に
惇
え
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。



ま
た
、
匝
田
法
賓
施
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
が
、
中
統
二
年
五
月
に
王
慣
に
歴
代
の
水
利
、
管
屯
田
、
漕
運
、
貨
幣
、
租
庸

調
等
の
法
お
よ
び
漢
唐
以
来
の
宮
殿
の
制
度
等
を
項
目
ご
と
に
分
類
し
て
と
り
ま
と
め
る
よ
う
に
と
の
都
堂
の
命
が
下
さ
れ
て
お
り
[
宮
二
O

さ
ら
に
同
年
七
月
に
は
翰
林
園
史
院
が
設
立
さ
れ
、
元
好
問
の
意
志
と
計
劃
を
受
け
継
い
だ
王
鵠
を
首
班
と
し
て
、
「
金
史
』
編
纂
の

(
叫
)

準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
[
古
松
二
O
O
三
]
。
金
代
諸
制
度
の
整
理
が
推
し
進
め
ら
れ
る
中
、
初
め
て
の
全
園
的
農
業
奨
開
策
に
直
田
法
賓
施

。六]、

が
含
ま
れ
た
こ
と
は
、
金
代
章
宗
朝
に
お
け
る
農
業
政
策
と
し
て
の
匝
田
法
賓
施
が
ク
ピ
ラ
イ
政
権
に
お
い
て
も
纏
承
す
べ
き
施
策
と
認
め
ら

れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
が
以
降
の
至
元
年
間
に
お
け
る
政
策
展
開
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

第

節

祉
制
と
の
結
合
と
全
園
展
開

中
統
年
聞
に
お
け
る
第
一
次
官
施
期
を
経
て
、
再
び
直
田
法
の
賓
施
が
確
認
で
き
る
の
が
、
農
政
の
専
門
機
関
た
る
司
農
司
が
設
立
さ
れ
た

直
後
の
至
元
七
年
三
二
七
O
)
で
あ
り
、
こ
の
時
、
奮
金
領
た
る
華
北
に
向
け
て
匝
田
法
賓
施
を
含
む
「
農
桑
の
制
」

一
回
僚
が
頒
布
さ
れ

15 

た
。
『
元
史
』
巻
九
三
・
食
貨
志
・
農
桑
僚
に
記
載
さ
れ
る
一
四
僚
の
内
、
匝
田
法
に
言
及
す
る
箇
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

田
の
水
無
き
者
は
井
を
撃
ち
、
井
深
く
し
て
水
を
得
る
能
わ
ざ
る
者
は
、
匝
田
に
種
す
る
を
聴
す
。
其
の
水
固
有
る
者
は
、
必
ず
し
も
匝
種

せ
ず
。
の
お
直
田
の
法
を
以
て
、
諸
れ
を
農
民
に
散
ず
。

相
反
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
こ
で
地
下
水
位
が
低
く
そ
の
利
用
が
困
難
な
地
域
に
お
い
て
匝
田
法
の
賓
施
を
認
め
る
と
す
る
の
は
、
金
代
明
昌
五
年
救
の
内
容
[
二
]
と

か
つ
濯
瓶
農
法
と
し
て
の
匿
田
の
技
術
か
ら
見
て
も
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
直
種
(
貫
施
に
は
あ
く
ま
で
濯
蹴
用
水

の
確
保
と
利
用
が
大
前
提
で
あ
っ
た
こ
と
は
肢
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
こ
の
記
載
が
『
元
史
』
編
纂
の
際
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
確
賓
で
あ

る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
濯
瓶
用
水
の
得
ら
れ
な
い
土
地
で
は
井
戸
掘
削
に
よ
る
地
下
水
濯
瓶
に
よ
っ
て
直
田
法
を
賓
施
す
る
と
し
た
上
で
、

寵
蹴
地
を
所
有
す
る
者
に
閲
し
て
は
匝
田
法
の
賓
施
を
求
め
ず
、
さ
ら
に
匝
回
法
の
技
術
を
記
し
た
「
匝
田
の
法
」
を
農
民
に
惇
え
さ
せ
た
こ

591 

と
と
な
る
。
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至
元
七
年
の
匝
田
法
賓
施
に
封
し
て
は
、
首
時
よ
り
既
に
問
題
勤
を
指
摘
す
る
聾
が
存
在
し
た
。
『
紫
山
大
全
集
」
巻
一
一
一
一
「
司
農
司
を
論

ず
」
に
よ
れ
ば
、

近
ご
ろ
聞
く
な
ら
く
、
司
農
司
雨
省
に
陳
し
、
諸
路
の
水
利
官
を
分
立
せ
ん
こ
と
を
議
す
。
某
、
位
卑
し
く
言
高
き
の
罪
を
傍
目
し
、
妄

り
に
議
し
以
て
不
可
と
矯
す
。
方
今
、
四
遁
の
勘
農
、
競
令
し
て
来
集
し
、
呼
刀
口
し
て
教
諭
す
。

一
夫
百
畝
の
常
力
常
業
の
外
、
種
木
・

匿
田
等
の
事
を
督
責
し
、
一
吐
・
義
倉
は
民
己
に
煩
擾
に
困
し
む
。

(
日
)

と
あ
り
、
胡
祇
通
に
よ
る
農
政
批
判
は
至
元
七
年
二
月
以
降
二
一
月
以
前
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
直
接
に
は
上
掲
の
至
元
七
年
「
農
桑
の

制
」
頒
布
直
後
の
状
況
を
批
判
す
る
内
容
と
な
る
。
首
時
既
に
匝
種
貰
施
を
奨
閲
す
る
と
い
う
本
来
の
あ
り
方
か
ら
は
語
離
し
た
巡
行
勘
農
官

に
よ
る
最
格
な
督
責
が
な
さ
れ
、
そ
れ
は
樹
木
の
栽
培
、
世
倉
・
義
倉
へ
の
食
糧
供
出
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
貫
し
て
司
農
司

が
中
心
と
な
る
勘
農
策
の
弊
害
に
封
す
る
批
判
的
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
匝
団
法
賓
施
に
封
す
る
督
責
と
は
、
賓
質
的
に
は
強
制

16 

的
責
施
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
農
桑
の
制
」
一
回
線
は
「
立
祉
事
理
」
と
も
稽
さ
れ
る
候
重
で
あ
り
、
奮
金
朝
領
の
華
北
を

封
象
と
し
て
枇
の
設
立
を
命
じ
る
こ
と
が
そ
の
主
た
る
内
容
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
内
の
一
僚
と
し
て
匝
田
法
の
賓
施
が
説
か
れ
る
こ
と
は
、

祉
制
と
の
結
合
を
通
し
て
直
田
法
の
賓
施
と
普
及
を
園
る
と
い
う
運
用
方
法
が
採
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

モ
ン
ゴ
ル
の
華
北
侵
攻
以
来
、
戦
乱
の
中
で
土
地
は
荒
麿
し
、
流
民
が
大
量
護
生
す
る
な
ど
、
国
家
統
治
の
原
貼
と
も
い
う
べ
き
枇
舎
の
安

定
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
農
民
を
一
祉
に
開
層
さ
せ
る
こ
と
で
華
北
農
村
の
再
生
を
園
る
と
と
も
に
、
共
同
睦
の
創
出
に
よ
る
農

(
必
)

業
復
興
を
園
る
こ
と
が
立
一
吐
の
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
五

O
戸
ご
と
に
一
枇
を
形
成
し
、
枇
長
を
中
心
と
す
る
共
同
盟
の
再
生
を
目
指
す

一
祉
制
の
中
に
匝
田
法
賓
施
を
組
み
込
む
こ
と
で
、
土
塀
遣
築
を
含
む
匝
園
地
の
形
成
に
必
要
な
共
同
作
業
と
川
労
働
力
の
確
保
を
可
能
と
し
、
さ

ら
に
は
一
世
長
を
中
心
と
し
た
農
村
教
育
の
場
に
お
い
て
、
農
随
一
子
宝
日
や
匝
回
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
用
い
て
、
複
雑
な
匝
田
の
技
術
を
教
育
す
る
技
術

(
釘
)

数
育
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
匝
団
法
の
賓
施
を
通
し
て
共
同
作
業
に
よ
る
枇
衆
の
一
瞳
化
を
高
め
、
各
集
園
(
一
吐
)
ご
と
の

自
立
的
な
生
産
の
回
復
を
固
る
こ
と
に
も
な
る
。
一
吐
制
を
通
し
て
匝
田
法
を
普
及
さ
せ
る
と
と
も
に
、
匝
田
法
に
よ
っ
て
祉
制
の
強
化
を
固
る



と
い
う
様
に
、
立
枇
と
匝
田
法
貰
施
は
相
互
補
完
的
な
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
畳
一
に
巧
妙
な
運
用
方
法
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
但
し
、

地
方
官
の
勤
務
評
定
に
も
闘
わ
る
農
業
奨
闘
が
容
易
に
そ
の
強
制
と
い
う
方
向
に
傾
き
得
る
こ
と
は
歴
代
の
事
例
が
示
す
通
り
で
あ
り
、
加
え

て
匝
団
法
が
枇
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
で
、
一
吐
制
の
確
立
を
目
指
す
中
、
匝
田
法
奨
聞
は
強
制
的
賓
施
へ
と
向
か
う
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

至
元
七
年
に
お
け
る
匝
団
法
賓
施
に
闘
し
て
は
、
首
初
よ
り
批
判
の
撃
が
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
施
策
白
躍
は
後
に
江
南
を
も

含
め
た
大
元
ウ
ル
ス
全
域
へ
と
掻
大
賓
施
さ
れ
て
い
く
。
「
遇
制
保
格
』
巻
一
六
・
田
令
・
農
桑
僚
に
至
元
二
三
年
(
二
一
八
六
)
六
月
一

O
日

に
大
司
農
司
が
再
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
六
月
一
一
一
日
に
護
せ
ら
れ
た
候
書
一
が
収
録
さ
れ
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
丈
が
『
救
荒
活
民
類
要
』
元

制
・
僚
格
、
「
至
正
候
格
』
巻
二
五
・
候
格
・
田
令
に
「
農
桑
事
宜
」
と
し
て
牧
録
さ
れ
る
。
ま
た
、

ほ
ほ
同
丈
が

戸
部
巻
九
・
農
桑
・
立
一
粒
に
収
録
さ
れ
る
至
元
二
八
年
(
一
二
九
一
)
の
「
勘
農
立
枇
事
理
」
に
も
確
認
で
き
る
。
『
遇
制
候
格
』
に
牧
録
さ
れ

「一冗血ハ虫早』血ハ立早

の
お
仰
せ
て
天
日
干
に
院
備
せ
し
め
、
有
地
の
主
戸
は
量
り
て
匝
田
に
種
L
、
水
有
ら
ば
則
ち
近
水
に
て
之
れ
に
種
し
、
水
結
く
ん
ば
則
ち

(
的
)

井
を
撃
つ
。
如
し
井
深
く
し
て
匝
田
に
種
す
る
能
わ
ざ
る
者
は
、
民
の
便
に
従
る
を
聴
す
。
水
田
を
有
す
る
の
家
の
若
き
は
、
必
ず
し
も

17 

る
同
僚
格
の
内
、
匝
田
法
に
閲
す
る
箇
所
を
奉
げ
れ
ば
、

匝
種
せ
ず
。
直
田
の
法
度
に
撮
き
で
は
男
に
護
去
を
行
い
、
本
路
に
仰
せ
て
鏡
板
し
、
多
度
印
散
せ
し
む
。

と
あ
り
、
、
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
で
あ
る

『
元
史
』
食
貨
志
所
牧
の
至
元
七
年
「
農
桑
の
制
」
と
比
較
し
て
、
よ
り
具
睦
的
な
内
容
が
確
認
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、
日
干
魁
へ
の
備
え
と
し
て
土
地
所
有
者
た
る
主
戸
に
封
し
て
、
河
川
水
、
或
い
は
地
下
水
を
用
い
た
匝
田
法
の
貰
施
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
は
匝
田
の
技
術
を
記
し
た
「
匝
田
法
度
」
を
各
路
に
命
じ
て
版
刻
し
康
く
流
通
さ
せ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
賭

で
あ
る
。
至
元
二
三
年
六
月
に
は
本
係
書
一
護
布
と
時
を
同
じ
く
し
て
匝
田
法
を
も
記
載
す
る
大
司
農
司
編
纂
の

『
農
桑
輯
要
』
が
出
版
さ
れ
、

各
地
に
頒
布
さ
れ
て
い
る
。
係
書
一
の
頒
布
と
農
業
技
術
童
日
の
出
版
と
い
う
複
合
的
な
手
段
を
用
い
て
直
田
法
が
全
固
に
向
け
て
護
信
さ
れ
、
そ

593 

の
技
術
が
惇
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
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一
見
、
至
元
七
年
制
の
焼
き
直
し
に
過
、
ぎ
な
い
「
農
桑
の
制
」
の
再
頒
布
で
あ
る
が
、
日
干
地
農
業
の
技
術
と
し
て
の
匝
田
法
の
性
質
か
ら
考

え
る
と
、
至
元
二
三
年
に
お
け
る
江
南
を
も
含
め
た
統
治
下
全
域
に
向
け
た
匝
田
法
貰
施
は
大
き
な
劃
期
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
来
、

乾
燥
地
・
牛
乾
燥
地
に
お
い
て
成
立
し
た
直
田
法
は
、

い
か
に
稀
少
な
水
分
を
作
物
の
生
長
に
の
み
集
中
し
て
利
用
す
る
か
と
い
う
問
題
を
克

服
す
る
た
め
に
、
そ
の
精
綴
な
技
術
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
こ
の
農
法
が
大
量
の
雨
水
の
浸
入
に
封
し
て
い
か
に
脆
弱
で

あ
る
か
は
、
二

O
世
紀
に
試
験
的
に
行
わ
れ
た
四
川
で
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
[
寓
一
九
五
八
]
。
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
匿
田
の
技
術
に
お

い
て
も
、
匝
園
地
を
取
り
園
む
土
塀
建
設
の
目
的
と
し
て
地
表
水
の
耕
作
地
へ
の
流
入
を
防
ぐ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
大
量
の
地
表
水
が

耕
作
地
に
流
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
排
水
不
良
の
問
題
は
、
匝
田
法
に
致
命
的
な
障
害
を
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
た
[
井
黒
二
O
O
七
]

0

従
っ
て
明
清
時
代
を
も
含
め
た
歴
代
の
匝
田
法
賓
施
例
に
お
い
て
も
、
江
南
に
お
け
る
事
例
は
試
験
的
責
施
を
除
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、

モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
匝
田
法
貰
施
に
闘
す
る
規
定
で
は
、
既
に
至
元
七
年
の
華
北
に
お
け
る
農
桑
の
制
頒
布
時

18 

知
で
濯
概
地
を
所
有
す
る
者
は
匝
田
法
賓
施
の
釘
象
外
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
至
元
二
三
年
の
保
書
一
に
も
確
認
で
き
る
。
よ
っ
て
、
混
潤
地

域
で
あ
る
江
南
に
お
い
て
も
河
谷
平
野
や
デ
ル
タ
と
い
っ
た
宋
代
以
来
開
設
が
進
め
ら
れ
た
水
利
回
は
あ
ら
か
じ
め
匝
田
法
賓
施
の
封
象
外
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
り
、
水
利
回
化
し
得
な
い
山
地
や
丘
陵
部
な
ど
の
高
燥
田
に
お
い
て
直
田
法
賓
施
を
通
し
た
開
護
の
推
進
が
目
指
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
至
元
二
三
年
の
係
書
一
に
「
何
お
仰
せ
て
天
日
干
に
隈
備
せ
し
め
」
と
の
言
が
見
え
る
様
に
、
匝
団
法
の
持
つ
耐
早
性

へ
の
着
目
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
耐
日
干
性
と
山
匿
に
お
け
る
匝
田
法
の
有
用
性
は
、
大
徳
年
間
に
編
纂
さ
れ

た
王
柏
『
農
童
日
』
農
器
国
譜
集
之
一
・
匝
田
候
に
お
い
て
も
、

議
か
に
謂
え
ら
く
古
人
匝
種
の
法
、
本
と
日
干
を
禦
ぎ
時
を
済
う
局
に
し
、
山
郡
の
地
土
高
仰
な
る
が
如
き
は
、
歳
歳
に
此
く
の
如
く
種
雲

せ
ば
、

則
ち
常
に
熟
す
べ
し
。

と
述
べ
ら
れ
る
。
江
南
経
告
が
本
格
化
す
る
中
で
、
平
野
部
お
よ
び
デ
ル
タ
以
外
の
耕
地
開
設
の
た
め
に
、
水
が
か
り
の
悪
い
土
地
に
お
い
て

も
賓
施
可
能
な
匝
田
法
が
江
南
濃
'
潤
地
域
に
ま
で
掻
大
貫
施
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。



但
し
、
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、
至
元
二
八
年
の
農
桑
の
制
の
再
頒
布
以
降
、
泰
定
二
年
(
一
一
一
一
一
天
)
に
至
る
ま
で
匝
田
法
に
閲
す
る
史

料
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
気
候
候
件
の
地
域
的
差
異
や
胡
砥
遁
が
華
北
に
お
け
る
匝
田
法
賓
施
時
に
批
判
し

た
強
制
的
貰
施
と
い
う
問
題
が
存
在
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
よ
り
重
要
な
賠
は
そ
の
受
容
の
あ
り
方
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
王
顧
「
農
書
』

で
は
先
の
記
述
に
績
き
、
直
田
法
を
「
賓
に
救
貧
の
捷
法
に
し
て
、
備
荒
の
要
務
な
り
」
と
結
論
づ
け
、
さ
ら
に
備
荒
論
に
て
同
法
を
取
り
上

種 げ
開
弘ム ー「

T菩
り tJ
わ主
ずJIT.
明道 .~ 

入 f事
件っ

さZ
5i去
の は

日型
重聖

E巨
は 如
既く
けは

災莫
害 L
時ー
ドと
主連
けべ
る高
臣又 》

苛守

急 こ
+士t ヲ
Jー」

置す
白勾 三E

E三代
注章
と示
し朝
て茶
訳和
三哉年
さ聞
れの

日犬
そ況
の に
継立
高責 ち
的 返
なれ
賓ば
施
が匝

な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
至
一
冗
末
年
以
降
に
お
い
て
も
同
様
の
状
況
が
護
生
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
自
然
災
害
の
頻
設
す
る
中
、
泰
定

年
間
(
一
三
二
四
1
八
)
に
至
り
匝
田
法
の
賓
施
が
再
び
求
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。

信
用
二
一
立
早

救
荒
策
と
し
て
の
匝
団
法

19 

第
一
節

超
簡
の
「
直
田
事
理
」

こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
時
代
直
田
法
に
閲
す
る
史
料
と
し
て
は
、
『
農
桑
輯
要
」
や
王
禎
『
農
主
目
』
に
加
え
て
、

『
救
荒
活
民
類

要
』
(
「
伊
手
匝
田
之
園
」
・
「
伊
手
匝
田
之
法
」
・
「
泰
定
三
年
苗
好
謙
提
言
」
)
と
カ
ラ
ホ
ト
出
土
丈
書

(
[
F
一
一
六
一

W
五
三
四
]
[
F
一
一
六
一

w

五
]
[
F
一
一六一

W
五
二
八
]
[
F

一
六
・
翌
五
六
]
)
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
農
業
技
術
書
・
救
荒
書
・
公
文
書
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
異
な

る
史
料
が
存
在
す
る
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
有
し
た
の
で
あ
る
が
、
近
年
さ
ら
に
新
た
な
史
料
が
附
け
加
え
ら
れ
た
。
二

O
O
二
年
に
慶
州
江

東
面
良
洞
の
孫
氏
宗
家
で
設
見
さ
れ
た
元
刊
本
『
至
正
候
格
』
に
は
、
匝
田
法
に
関
連
す
る
二
つ
の
係
書
一
が
含
ま
れ
て
い
た
。
雨
候
童
は
い
ず

れ
も
巻
二
五
・
候
格
・
田
令
に
牧
録
さ
れ
、
第
一
候
目
は
至
元
二
三
年
六
月
一
一
一
日
の
「
農
桑
事
宜
」
、
第
二
候
目
は
泰
定
二
年
(
一
一
一
一
一
一
五
)

戸G戸υ日υ

一
O
月
の
「
種
匝
田
法
」
で
あ
る
。
前
者
は
至
元
二
三
年
に
再
頒
布
さ
れ
た
「
農
桑
之
制
」
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
玩
知
の
も
の
で
あ
る
が
、
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後
者
は
ま
さ
に
新
出
の
史
料
で
あ
る
。
そ
の
目
頭
に
は
、

泰
定
二
年
十
月
、
江
斯
省
の
次
口
に
、
「
左
丞
越
資
政
匝
田
の
事
理
を
言
う
」
と
。
兵
部
議
得
す
ら
く
、
「
宜
し
く
言
、
つ
所
を
准
す
べ
し
」
と
。

都
省
擬
を
准
く
。

と
あ
り
、
以
下
、
匝
田
法
の
具
盟
的
責
施
方
法
が
記
載
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
す
る
史
料
が
『
元
史
』
巻
二
九
・
泰
定
帝
本
紀
・
泰
定

二
年
二
一
月
壬
寅
(
一
ヱ
ハ
日
)
僚
に
見
え
る
。

右
丞
超
筒
匝
田
法
を
内
地
に
行
い
、
宋
の
董
慣
の
編
む
所
の

『
救
荒
活
民
書
』
を
以
て
州
牒
に
頒
た
ん
こ
と
を
請
う
。

こ
れ
ら
雨
史
料
に
よ
れ
ば
、
泰
定
二
年
一

O
月
に
資
政
大
夫
江
漸
等
庭
行
中
書
省
左
丞
の
趨
簡
に
よ
る
匝
田
法
賓
施
の
建
言
「
匝
田
事
理
」
が

江
湖
行
省
の
杏
丈
と
し
て
中
書
省
に
迭
付
さ
れ
、
さ
ら
に
中
書
省
よ
り
兵
部
へ
と
迭
ら
れ
、
兵
部
に
お
け
る
審
議
を
経
て
中
書
省
の
認
可
を
得

(
日
)

た
。
そ
の
後
、
翌
々
月
の
一
一
一
月
二
六
日
に
至
り
、
こ
の
間
に
江
斯
行
省
右
丞
へ
と
昇
進
し
た
趨
簡
の
提
言
と
し
て
、
「
内
地
」
に
お
け
る
匝

一
六
一

w

20 

田
法
の
再
賓
施
と
南
宋
の
董
慣
が
編
纂
し
た

こ
の
冒
頭
部
に
績
く
「
匝
田
事
理
」
の
内
容
は
、
『
救
荒
活
民
類
要
』
所
牧
の
「
伊
予
匝
田
之
法
」
と
カ
ラ
ホ
ト
丈
書

[
F
一

(
日
)

一
五
]
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
こ
れ
ら
三
史
料
を
比
較
す
れ
ば
、
「
直
田
事
理
」
に
は
「
伊
予
直
田
之
法
」
に
わ
ず
か
し
か
記
さ
れ
な
い
桑
栽
培

『
救
荒
活
民
主
日
』

の
州
牒
へ
の
頒
布
要
請
が
泰
定
帝
へ
と
上
奏
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。

及
ぴ
養
輩
関
連
の
記
事
が
牧
録
さ
れ
る
と
と
も
に
、

[
F
一
一
六
一

w
一
一
五
]
に
は
記
さ
れ
な
い
作
物
栽
培
闘
連
の
記
事
が
ほ
ぼ
完
全
な
形

で
収
録
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、
「
伊
予
直
田
之
法
」
と

[
F
 
一
六
一

w
一
五
]

の
そ
れ
ぞ
れ
に
扶
け
た
部
分
を
「
匿
田
事

理
」
が
と
も
に
記
載
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
三
者
の
関
係
は
「
匝
田
事
理
」
を
藍
本
と
し
、
こ
れ
を
簡
略
す
る
こ
と
で
「
伊
ず
匝
田
之
法
」

(
立
)

一
五
]
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。

[
F
一
一
六
一

w

と
但
し
、
超
筒
「
直
田
事
理
」
建
言
の
経
緯
に
は
若
干
の
問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
、
超
簡
の
建
言
し
た
「
匝
回
事
理
」
が
兵
部
に
て
審
議
さ
れ

て
い
る
貼
で
あ
る
。
本
来
な
ら
農
政
機
関
た
る
大
司
農
司
、
或
い
は
戸
部
に
て
審
議
さ
れ
る
べ
き
内
容
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
兵
部

に
お
い
て
審
議
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
超
簡
が
求
め
た
匝
田
法
賓
施
の
封
象
地
が
屯
田
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
大
元
ウ
ル
ス
の



屯
田
は
植
密
院
や
大
司
農
司
、
各
行
省
な
ど
の
所
轄
に
分
か
れ
た
が
、
「
兵
拍
屯
田
の
籍
」
は
「
天
下
郡
邑
郵
騨
屯
牧
の
政
令
」
を
掌
る
兵
部

(
日
)

に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
自
ら
が
奉
職
す
る
江
祈
行
省
所
轄
の
屯
田
を
封
象
と
し
た
直
田
法
賓
施
案
が
右
丞
の
超
簡
に
よ
っ
て
提
出
さ

(
日
)

れ
、
こ
れ
が
兵
部
に
お
い
て
審
議
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
江
斯
行
省
所
轄
の
屯
田
は
至
元
一
五
年
(
一
二
七
八
)
に
反
乱
を
起
こ
し

た
舎
族
の
陳
弔
眼
の
徐
黛
を
盤
労
働
力
と
し
て
淳
州
と
汀
州
に
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
雨
地
は
と
も
に
一
耐
建
の
山
岳
地
域
に
位
置
す
る
[
呉

一
九
九
七
]
。
江
湖
行
省
全
域
に
で
は
な
く
、
屯
田
に
限
定
し
て
匝
田
法
を
賓
施
さ
せ
ん
と
し
た
超
簡
の
意
固
は
前
節
で
述
べ
た
江
南
に
お
け
る

(
日
)

匿
田
法
賓
施
の
目
的
と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
第
二
次
提
言
と
も
一
言
う
べ
き
泰
定
二
年
二
一
月
に
お
け
る
超
簡
の
匝
田
法
賓
施
の
封
象
地
域
「
内
地
」
を
腹
裏
の
意
に
解
す
る
理

由
は
泰
定
三
年
の
苗
好
謙
提
言
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
近
年
の
状
況
が
「
水
日
干
相
い
の
り
、
民
の
飢
李
す
る
も
の
多
し
」
と
述
べ
ら
れ
、
そ
の
解

決
策
と
し
て
「
溝
油
」
・
「
直
田
」
・
「
肢
塘
」
の
一
一
一
項
目
に
閲
す
る
提
案
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
内
、
匝
田
法
貰
施
に
関
す
る
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

一
、
匝
田
の
法
、
農
桑
輯
要
を
按
ず
る
に
、
湯
に
日
干
災
有
り
、
伊
手
匝
田
を
作
矯
し
、
民
に
糞
種
を
教
え
、
水
を
負
い
て
稼
に
瀧
が
し
む
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と
云
う
。
初
年
は
戸
ご
と
に
一
匝
、
毎
年
増
森
し
、
少
を
以
て
唐
に
至
り
、
積
む
る
に
歳
月
を
以
て
せ
ば
、
匝
多
く
し
て
力
省
か
れ
、
民

皆
な
楽
ぴ
話
し
て
、
其
の
利
は
数
倍
た
り
。
近
ご
ろ
大
司
農
司
巳
に
嘗
て
奉
行
す
る
も
、
惟
だ
奉
聖
州
、
水
興
牒
の
民
劉
仲
義
等
の
み
、
匝

田
に
糞
種
し
、
鶏
鳴
山
定
坊
水
を
用
い
て
漉
慨
し
、
己
に
成
殺
有
り
。
園
説
も
て
前
に
連
ぬ
。
腹
裏
の
諸
慮
、
此
れ
を
按
じ
て
推
行
す
る

は
、
誠
に
済
世
の
急
務
な
り
。

文
中
に
見
え
る
「
近
大
司
農
司
己
に
嘗
て
奉
行
す
」
の
語
こ
そ
が
、
前
年
の
超
筒
提
言
を
受
け
て
な
さ
れ
た
匿
田
法
の
賓
施
を
指
す
も
の
で
あ

り
、
苗
好
謙
の
提
言
に
お
い
て
も
匝
田
法
の
賓
施
は
「
腹
裏
諸
庭
」
に
釘
し
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
匝
田
法
以
外
に
つ
い
て
も
、
溝

油
の
整
備
に
つ
い
て
は
「
腹
裏
陸
田
」
に
封
し
て
、
阪
塘
の
整
備
は
「
江
准
」
に
封
し
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
救
荒
を
目
的
と
し
て
地

(
幻
)

域
ご
と
に
農
業
・
水
利
に
闘
わ
る
優
先
事
業
を
取
り
上
げ
、
そ
の
賓
施
を
求
め
る
こ
と
が
苗
好
謙
提
言
の
内
容
で
あ
っ
た
。
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以
上
に
よ
り
、
至
元
末
年
以
降
、

一
旦
途
絶
し
た
で
あ
ろ
う
匝
田
法
の
賓
施
を
約
三

O
年
ぶ
り
に
求
め
る
に
際
し
て
、
超
簡
は
ま
ず
は
自
身
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が
責
を
負
う
江
漸
行
省
の
中
で
も
山
匝
に
位
置
す
る
屯
田
と
い
う
限
ら
れ
た
地
域
を
釘
象
と
し
て
そ
の
賓
施
を
求
め
、
さ
ら
に
こ
の
要
請
が
中

書
省
に
て
認
可
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
さ
ら
に
地
域
を
腹
裏
に
横
大
し
て
そ
の
賓
施
を
求
め
る
に
至
っ
た
賦
況
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
苗

好
謙
が
腹
裏
に
お
け
る
直
田
法
推
進
を
説
く
中
に
見
え
る
「
園
説
」
と
は
、

カ
ラ
ホ
ト
丈
書

[
F
一
一
六
一

W
一
四

O
]
に
見
え
る
「
直
田
園

本
」
と
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
伊
手
匝
田
之
固
」
と
「
伊
す
匝
田
之
法
」
、
す
な
わ
ち
超
簡
の
「
匝
田
事
理
」
提
言
を
指
す
も
の
で

(
同
)

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
超
簡
「
直
田
事
理
」
を
引
用
し
、
サ
田
好
議
に
よ
っ
て
溝
油
・
直
田
・
限
塘
の
三
項
目
に
闘
す
る
賓
例
と
建
言
が

(
印
)

附
け
加
え
ら
れ
た
こ
れ
ら
一
一
一
軸
一
組
の
資
料
が
全
国
各
地
に
向
け
て
護
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

荒
政
と
農
政
の
接
貼

超
簡
の
「
匝
田
事
理
」
提
言
に
始
ま
る
泰
定
年
聞
の
匝
田
法
再
賓
施
に
は
、

ク
ピ
ラ
イ
瞳
制
へ
の
四
時
を
基
本
姿
勢
と
す
る
泰
定
帝
政
権
の

22 

志
向
と
は
別
に
、
救
荒
策
と
し
て
の
匝
田
法
賓
施
と
い
う
意
圃
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
超
筒
が
腹
裏
に
お
け
る
匝
田
法
賓
施
と
と
も
に
、

南
宋
嘉
泰
年
聞
に
董
慣
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た

『
救
荒
活
民
書
」
の
州
豚
へ
の
配
布
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
首
該
時
期

に
お
け
る
自
然
災
害
の
頻
護
に
つ
い
て
は
、
『
元
史
』
巻
三

0
・
泰
定
帝
本
紀
の
末
尾
に
「
泰
定
の
世
、
災
異
数
し
ば
見
ゆ
」
と
特
筆
さ
れ
る

(ω) 

よ
う
に
、
全
国
規
模
で
水
害
や
早
魁
、
地
震
や
蛙
害
な
ど
の
白
然
災
害
が
か
な
り
の
頻
度
で
愛
生
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
う
し
た
水
害
・
早
魁
の
頻
護
と
い
う
朕
況
の
も
と
、
至
治
三
年
(
一
三
二
一
一
一
)
に
江
南
の
民
力
が
困
窮
し
、
京
倉
の
蓄
積
が
十
分
で
あ
る

(
臼
)

こ
と
か
ら
二

O
高
石
減
額
さ
れ
、
泰
定
元
年
(
一
一
一
一
一
一
四
)
に
は
二

O
八
高
石
に
ま
で
減
少
し
た
江
南
税
糧
の
海
運
輸
迭
量
が
泰
定
二
年
に
再

(
位
)

さ
ら
に
同
三
年
に
は
三
三
七
高
石
に
ま
で
急
増
す
る
こ
と
と
な
る
。
首
該
時
期
の
海
運
に
関
連
し
て
、
「
救
荒

び
二
六
七
高
石
に
増
額
さ
れ
、

活
民
類
要
』
豚
令
救
荒
に
牧
録
さ
れ
る
泰
定
三
年
八
月
に
中
書
省
よ
り
各
行
省
に
宛
て
た
苔
丈
に
、
御
史
蓋
を
経
由
し
て
上
呈
さ
れ
た
監
察
御

史
の
提
言
が
見
え
る
。
そ
こ
で
は
、
大
都
周
遣
の
燕
南
・
山
東
な
ど
の
地
域
で
は
、
連
年
の
水
害
・
日
干
魅
に
よ
る
機
瞳
が
深
刻
な
状
況
に
あ
り
、

人
々
は
家
屋
や
土
地
を
質
入
れ
し
、
子
女
を
責
る
な
ど
し
て
飢
え
か
ら
、
逃
れ
よ
う
と
し
た
が
、
今
年
の
災
害
に
よ
り
も
は
や
責
り
出
す
も
の
す



ら
な
い
状
態
に
あ
る
。
さ
ら
に
草
の
根
や
木
の
皮
で
食
い
つ
な
い
で
い
た
が
、
こ
れ
す
ら
も
肢
に
蓋
き
て
し
ま
っ
た
と
の
状
況
が
語
ら
れ
る
。

首
該
時
期
に
お
い
て
は
、
連
年
の
長
雨
に
加
え
て
、
黄
河
河
遁
の
饗
移
が
再
び
活
護
化
し
て
お
り
、
泰
定
二
年
七
月
に
は
河
南
行
省
左
丞
の

(

山

山

)

挑
偉
の
要
請
を
受
け
て
沖
梁
に
行
都
水
監
が
設
置
さ
れ
、
黄
河
沿
い
の
州
牒
正
官
は
知
河
防
事
を
粂
ね
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
陳
西
で

(
悦
)

は
泰
定
二
年
よ
り
天
暦
元
年
(
一
一
一
一
一
一
八
)
に
至
る
ま
で
雨
が
降
ら
ず
、
深
刻
な
日
干
魁
被
害
を
被
る
な
ど
、
ま
さ
に
「
水
田
干
相
い
の
」
る
と
い

っ
た
自
然
災
害
が
深
刻
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
の
監
察
御
史
の
提
言
は
、
こ
れ
を
救
う
べ
く
江
湖
行
省
よ
り
の
輪
、
迭
に
加
え
て
、
従
来
は

交
妙
に
換
え
て
江
漸
行
省
に
迭
ら
れ
て
い
た
江
西
・
湖
贋
・
刑
湖
等
庭
か
ら
の
税
糧
を
米
穀
の
ま
ま
江
漸
行
省
に
集
め
て
、
海
運
に
よ
っ
て
腹

裏
へ
の
輸
送
糧
を
増
し
、
こ
れ
を
沿
河
の
諸
倉
に
備
蓄
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
都
を
含
め
た
腹
裏
の
食
を
支
え
る
べ
き
江
南
各
地
も
天
災
や
飢
民
の
流
入
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
疲
弊
は
極
度
に
高
ま

(
心
)

っ
て
い
た
。
中
で
も
、
超
簡
の
奉
職
す
る
江
断
行
省
は
、
湖
西
や
江
東
と
い
っ
た
首
時
の
先
進
農
業
地
帯
を
擁
し
、
そ
の
税
糧
は
全
国
の
約
一
一
一

23 

七
%
を
占
め
た
穀
倉
地
帯
で
あ
っ
た
が
、
泰
定
元
年
一
一
一
月
に
は
水
害
・
日
干
魁
に
よ
っ
て
雨
斯
・
江
東
の
諸
郡
で
は
六
高
四
千
三
百
頃
も
の
康

大
な
耕
地
が
損
な
わ
れ
、
さ
ら
に
翌
年
五
月
に
は
長
雨
に
よ
っ
て
、
所
西
の
河
川
・
湖
泊
の
水
が
溢
れ
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

(
侃
)

る
。
こ
う
し
た
朕
況
の
も
と
で
、
斯
西
の
農
業
生
産
を
立
て
直
す
た
め
、
呉
松
江
の
凌
諜
と
閉
門
の
設
置
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
通
し
た
河

(

山

川

)

遁
管
理
と
農
業
開
護
が
推
進
さ
れ
て
い
く
。
既
に
述
べ
た
様
に
、
超
簡
に
よ
る
江
斯
行
省
所
轄
屯
田
で
の
直
田
法
賓
施
要
請
も
、
平
野
部
穀
倉

地
帯
に
お
け
る
水
害
の
頻
設
と
い
う
服
況
の
も
と
で
、
山
間
部
に
お
け
る
農
地
開
設
を
促
進
す
る
た
め
に
匝
田
法
を
導
入
せ
ん
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
江
南
の
窮
賦
を
救
い
、
腹
裏
の
食
を
満
た
す
た
め
に
抜
本
的
な
政
策
の
見
直
し
が
唱
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
致
和
元
年
(
一
一
一
一
一
一
八
、

泰
定
五
年
二
月
に
改
元
)
に
江
南
の
負
捨
を
削
減
す
べ
く
虞
集
ら
経
註
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
腹
裏
の
農
業
再
建
に
閲
す
る
建
言
で
あ
る
。
そ
こ
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で
は
腹
裏
沿
海
地
域
に
お
い
て
、
「
呉
人
好
田
法
」
す
な
わ
ち
海
岸
線
を
堤
防
で
園
み
、
塘
と
呼
ば
れ
る
水
路
を
開
削
し
て
取
水
・
排
水
を
行

(
俗
)

う
園
田
や
好
田
の
開
設
が
提
言
さ
れ
、
江
南
の
税
糧
に
の
み
依
存
す
る
賦
況
か
ら
の
脱
却
が
目
指
さ
れ
る
。
本
建
言
に
見
え
る
虞
集
の
問
題
意
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識
は
泰
定
四
年
の
合
同
試
策
聞
に
も
現
れ
、
そ
こ
で
は
腹
裏
の
み
な
ら
ず
、
闘
陳
お
よ
び
河
南
・
北
に
お
け
る
水
利
整
備
を
通
し
た
農
業
復
興
に

(ω) 

封
す
る
見
解
が
問
わ
れ
て
い
る
[
宮
二

O
O
三
]

0

以
上
に
よ
り
、
泰
定
二
年
二
一
月
の
超
筒
提
言
、
さ
ら
に
こ
れ
を
引
用
す
る
泰
定
三
年
の
苗
好
謙
提
言
、
致
和
年
聞
の
虞
集
ら
経
笹
官
に
よ

い
か
に
江
南
税
糧
の
海
運
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
腹
裏
白
身
の
農
業
生
産
力
の
回
復
を
圃
る
か

(
刊
)

と
い
う
貼
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
積
極
的
な
農
業
振
興
に
よ
る
自
然
災
害
へ
の
封
磨
が
園
ら
れ
た
の

る
提
案
が
い
ず
れ
も
天
災
の
頻
護
す
る
中
、

で
あ
り
、
超
筒
・
苗
好
謙
ら
は
こ
れ
を
匝
田
法
の
再
賓
施
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
虞
集
ら
に
よ
る
腹
裏

農
業
復
興
案
の
提
議
に
先
立
ち
、
泰
定
五
年
正
月
一
日
に
匝
田
法
賓
施
を
含
め
た
「
農
桑
の
制
」

(
礼
)

司
に
は
取
り
組
み
賦
況
に
針
す
る
査
察
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
飢
民
や
流
民
の
大
量
麓
生
に
よ
る
一
吐
舎
不
安
を
一
世
制
の
再
確
認

一
回
僚
が
再
び
「
天
下
」
に
頒
布
さ
れ
、
有

に
よ
っ
て
打
開
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
農
業
振
興
に
よ
る
積
極
的
な
災
害
救
済
を
目
指
す
救
荒
策
と
し
て
の
匝
団
法
賓
施
を
全

泰
定
年
聞
に
お
け
る
救
荒
策
と
し
て
の
匝
団
法
賓
施
と
い
う
意
園
は
、
至
順
元
年
(
一
三
一
二
O
)
の
序
文
を
有
す
る

編
纂
・
出
版
と
い
う
形
で
具
現
化
さ
れ
る
。
首
時
、
桂
陽
路
ダ
ル
ガ
の
任
に
あ
り
、
同
書
の
護
案
者
・
校
正
者
で
も
あ
る
高
麗
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト

『
救
荒
活
民
類
要
』

24 

固
に
お
い
て
推
進
す
る
と
い
う
と
い
う
目
的
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
。

の

ウ
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
編
纂
の
き
っ
か
け
は
天
暦
年
間
(
一
一
一
一
一
一
八
l
三
O
)
よ
り
績
く
大
館
瞳
に
あ
っ
た
。
特
に
天
暦
の
内
乱
の
直
後
、
天
暦

二
年
(
二
三
一
九
)
の
全
園
的
な
自
然
災
害
と
機
鐘
の
護
生
は
諸
種
の
史
料
に
記
録
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
封
策
の
一
環
と
し
て
匝
田

法
が
収
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
書
に
は
、
賑
済
や
賑
貸
、
賑
羅
な
ど
と
い
っ
た
被
災
者
や
貧
民
の
救
済
策
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
匝
田
法
に
閲

す
る
三
種
の
記
事
と
農
桑
の
制
一
回
係
、
さ
ら
に
農
業
奨
聞
に
閲
わ
る
ク
ピ
ラ
イ
以
来
の
聖
旨
や
詔
が
牧
録
さ
れ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
、
趨
簡

に
よ
っ
て
そ
の
配
付
が
求
め
ら
れ
、
『
救
荒
活
民
類
要
」

の
モ
デ
ル
と
も
な
っ
た
董
帽
の

『
救
荒
活
民
書
」
に
お
い
て
は
、
二

0
項
目
に
及
ぶ

救
荒
策
の
中
で
農
業
奨
聞
に
闘
わ
る
も
の
は
「
勧
種
二
委
」
の
一
項
目
の
み
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
荒
政
史
研
究
の
古
典
的
著
作
た
る

「
中
園
救

荒
史
」
に
お
い
て
、
筆
者
部
雲
特
が
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
農
業
奨
開
策
を
積
極
的
な
救
荒
政
策
と
捉
え
た
よ
う
に
、
積
極
的
な
農
業
奨
闘
に
よ
っ



て
災
害
を
克
服
せ
ん
と
す
る
農
政
と
荒
政
の
接
酷
を
匝
田
法
の
賓
施
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お

わ

り

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
を
基
に
、
金
・
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
お
け
る
農
業
政
策
と
し
て
の
直
田
法
賓
施
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。
ま

ず
、
首
該
時
代
に
お
け
る
匝
田
法
の
賓
施
時
期
は
大
き
く
(
ご
金
代
章
宗
朝
、
(
二
)
金
末
l
中
統
・
至
元
初
年
、
(
三
)
至
一
冗
二

0
年
代
、

(
四
)
泰
定
年
間
と
い
う
四
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
開
始
期
に
首
た
る
金
代
章
宗
朝
に
お
い
て
は
、
農
業
政
策
と
し
て
特
定
の
農
業

技
術
を
華
北
全
域
に
お
い
て
賓
施
さ
せ
る
と
い
う
劃
期
的
な
施
策
が
採
ら
れ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
農
業
技
術
は
気
象
候
件
や
土
壌
の
差
異

と
い
っ
た
自
然
環
境
に
由
来
す
る
地
域
性
に
大
き
く
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
技
術
と
し
て
の
見
直
し
か
ら
で
は
な
く
、

革
新
性
と
い
う
一
種
の
理
念
に
基
づ
い
て
匝
田
法
が
賓
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
政
策
が
嘗
初
よ
り
重
要
な
問
題
黙
を
抱
え
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
賓
際
に
賓
施
後
一

O
年
を
待
た
ず
し
て
、
風
土
の
遣
い
や
見
込
み
牧
穫
量
と
賓
牧
穫
量
と
の
懸
隔
と
い
っ

25 

た
諸
種
の
問
題
が
生
じ
、
そ
の
耀
績
的
賓
施
は
不
可
能
と
な
る
。
金
代
章
宗
朝
に
お
け
る
匝
田
法
賓
施
が
充
分
な
成
果
を
遂
げ
た
と
は
考
え
に

く
く
、
そ
の
意
義
は
後
世
に
輿
え
た
影
響
と
い
う
面
に
止
ま
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

金
末
の
賓
施
期
を
経
て
、
中
統
三
年
に
な
さ
れ
た
直
田
法
賓
施
は
金
制
の
継
承
を
音
山
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
至
元
七
年
に
祉
制

と
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
運
用
方
法
が
採
ら
れ
る
こ
と
で
大
き
く
姿
を
饗
え
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
り
、
枇
制
を
通
し
て
匝
団
法
を
普
及
さ
せ
る

と
と
も
に
、
匝
田
法
に
よ
っ
て
枇
制
の
強
化
を
園
る
と
い
う
相
互
補
完
的
な
運
用
方
法
が
用
い
ら
れ
、
枇
制
の
掻
大
に
伴
っ
て
直
田
法
賓
施
の

封
象
地
域
は
江
南
を
含
め
た
統
治
下
全
域
へ
と
擦
大
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
技
術
普
及
の
面
で
も
至
一
冗
年
聞
は
轄
換
期
と
な
っ
た
。
至
元
七
年

の
農
桑
の
制
頒
布
時
に
農
民
へ
と
惇
え
ら
れ
た
「
匝
田
の
法
」
は
、
至
元
二
三
年
に
至
り
「
匝
田
法
度
」
と
し
て
全
国
の
各
路
に
て
版
刻
・
出

版
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
加
え
て
、
匝
田
法
の
記
載
を
含
む
『
農
桑
輯
要
」
が
繰
り
返
し
出
版
さ
れ
る
な
ど
、
農
業
技
術
書
や
匝
田
の
マ

601 

ニ
ユ
ア
ル
を
用
い
た
技
術
教
育
を
通
し
て
、
匝
田
法
の
具
瞳
的
内
容
が
耕
作
者
レ
ベ
ル
に
ま
で
停
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
一
方
で
、
既
に
金
代
章
宗
朝
末
期
よ
り
顕
在
化
し
て
い
た
自
然
災
害
護
生
時
に
お
け
る
緊
急
措
置
的
農
法
と
し
て
の
匝
田
法
受
容
の
あ

り
方
は
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
多
大
な
州
労
働
力
と
精
椴
な
技
術
を
要
す
る
匝
田
法
の
根
本
的
問
題
貼
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
そ
の

継
績
的
な
賓
施
を
阻
害
す
る
要
因
と
な
る
。
但
し
、
耐
日
干
性
と
適
地
の
多
様
性
へ
の
着
目
は
、
全
園
規
模
で
の
天
災
の
頻
護
と
い
う
状
況
の
も

と
で
、
救
荒
策
と
し
て
の
匝
田
法
へ
の
関
心
を
再
ぴ
呼
び
起
こ
す
こ
と
と
な
る
。
超
簡
や
百
好
謙
な
ど
の
提
言
を
通
し
て
、
自
然
災
害
の
頻
護

に
瑞
ぐ
腹
裏
の
農
業
復
興
が
意
固
さ
れ
、
そ
の
手
段
と
し
て
匝
田
法
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

『
救
荒
活
民
類
要
」
に
匝
田
法

関
連
記
事
を
含
む
農
業
奨
融
策
が
多
数
収
録
さ
れ
た
こ
と
と
も
相
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
積
極
的
な
農
業
奨
闘
に
よ
っ
て
白
然
災
害
を
克
服
せ

ん
と
す
る
荒
政
の
一
貫
と
し
て
の
匝
田
法
賓
施
と
い
う
位
置
づ
け
が
明
確
に
現
れ
る
。

農
政
的
見
地
か
ら
雷
該
時
代
を
通
観
す
れ
ば
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
見
え
る
の
は
技
術
へ
の
重
覗
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
制
度
や
運
用
方
法
の

改
饗
に
止
ま
ら
ず
、
具
瞳
的
に
特
定
の
技
術
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
農
業
振
興
を
圃
り
、

さ
ら
に
は
自
然
災
害
へ
の
針
麿
を
な
さ
ん
と
し
た
首

26 

該
時
代
の
農
政
の
特
徴
を
直
田
法
の
賓
施
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
匝
田
法
の
全
園
的
責
施
は
あ
く
ま
で
華
北
日
干
地
農
業
の
技
術
を

江
南
へ
と
轄
用
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
大
部
分
が
華
北
農
業
の
技
術
で
占
め
ら
れ
る
『
農
桑
輯
要
』
を
全
固
に
向
け
て
護

信
し
績
け
た
こ
と
と
も
通
底
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
賄
に
も
江
南
経
済
へ
の
依
存
度
を
ま
す
ま
す
強
め
る
中
、
農
業
政
策
と
し
て
の
直
田
法

(
署
員
施
が
後
世
に
受
け
縫
が
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
限
界
性
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

[
附
記
]
本
稿
は
平
成
二

0
年
度
科
向
学
研
究
費
補
助
金
(
特
別
研
究
員
奨
励
費
)
に
よ
る
研
究
成
呆
の
一
部
で
あ
る
。

[
文
献
目
録
]

[
日
文
]

天
野
元
之
助

一
九
五

O

「
代
田
と
匝
田
|
|
漠
代
農
業
技
術
考
|
|
」
松
山
商
科
大
皐
商
経
研
究
舎
『
祉
合
同
科
挙
の
諸
問
題

念
論
文
集
』

「
山
西
洪
制
際
水
利
碑
考
|
|
金
天
谷
二
年
都
総
何
日
銀
固
定
雨
際
水
碑
の
事
例
|
|
」
『
史
林
』
第
八
七
巻
第
一
競

「
『
救
荒
活
民
類
要
』
に
見
る
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
匝
田
法
|
|
カ
ラ
ホ
ト
文
書
解
讃
の
参
考
資
料
と
し
て
」
『
オ
ア
シ
ス
地
域
研
究

松
山
商
科
大
挙
開
準
記

井
黒

忍

二

O
O
四

0
0
五



0
0七

大
津
正
昭
一
九
九
三

田
中
謙
二
九
六
九

中
島
町
楽
章
二

O
O
一

原
{
一
市
子
一
九
八
二

馬
場
英
雄
一
九
九
四

古
松
崇
志
二

0
0
三

二
O
O
五

本
田
治
一
九
七
三

宮

紀

子

二

O
O
三

二
O
O
六

二
0
0
七

[
中
文
]

陳
高
華
一
九
九
二

陳
皐
霧
二

O
O
三

曾
報
」
第
五
巻
第
一
競

「
モ
ン
ゴ
ル
時
代
同
同
法
の
技
術
的
検
討
」
井
上
充
幸
・
加
藤
雄
三
・
森
谷
一
樹
編
『
オ
ア
シ
ス
地
域
史
論
叢
」
松
香
堂
、
京
都

『
陳
芳
農
圭
自
の
研
究
十
二
世
紀
東
ア
ジ
ア
稲
作
の
到
達
黙
』
農
山
漁
村
文
化
協
舎
、
束
京

「
『
未
子
語
類
』
外
任
篇
詳
佐
合
乙
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
八
巻
第
二
・
三
披
(
『
朱
子
語
類
外
任
篇
誇
往
』
汲
古
選
書
一
四
、

汲
古
来
日
院
、
東
京
、
一
九
九
四
年
に
再
録
)

「
元
代
祉
制
の
成
立
と
展
開
」
「
東
洋
史
論
集
』
第
二
九
披

「
天
野
元
之
助
先
生
追
悼
中
園
農
業
史
の
明
日
|
|
闘
中
で
の
濯
瓶
形
態
を
手
が
か
り
に
|
|
」
『
中
園
近
代
史
研
究
』
第
二
集

「
替
康
の
養
生
論
に
つ
い
て
」
「
図
向
学
院
雑
誌
』
第
九
五
巻
第
一

O
競

「
惰
端
「
辞
遼
宋
金
正
統
」
を
め
ぐ
っ
て
|
|
一
万
代
に
お
け
る
『
遼
史
』
『
金
史
』
『
宋
史
』
三
史
編
纂
の
過
程
|
|
」
『
東
方
向
学

報
』
第
七
五
冊

「
元
代
カ
ラ
ホ
ト
文
書
解
讃
つ
乙
」
「
オ
ア
シ
ス
地
域
研
究
舎
報
』
第
五
巻
第
一
競

「
宋
代
雨
斯
地
方
の
養
窯
業
に
つ
い
て
|
|
特
に
そ
の
技
術
的
展
開
を
中
心
に
|
|
」
「
待
粂
山
論
叢
』
史
皐
篇
第
六
披

「
『
封
策
』
の
針
策
|
|
大
元
ウ
ル
ス
治
下
に
お
け
る
江
南
文
人
の
保
奉
」
木
出
章
義
編
『
古
典
、
皐
の
現
在
』

V
、
文
部
科
皐
省
科

向
学
研
究
費
補
助
金
特
定
領
域
研
究
「
古
典
皐
の
再
構
築
」
(
後
に
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
」
名
古
屋
大
皐
出
版
舎
、
名
古

屋
、
二

O
O
六
年
に
再
録
)

「
『
農
桑
輯
要
』
か
ら
み
た
大
元
ウ
ル
ス
の
勧
農
政
策
(
上
)
」
『
人
文
皐
報
』
第
九
三
競

「
『
農
桑
輯
要
』
か
ら
み
た
大
元
ウ
ル
ス
の
勤
農
政
策
(
中
)
」
『
人
文
事
報
』
第
九
五
競
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「
一
川
代
的
流
民
問
題
」
『
元
史
論
叢
』
第
四
輯

「
金
朝
的
早
災
、
一
前
雨
奥
政
治
文
化
」
『
金
宋
史
論
叢
』
中
文
大
向
学
出
版
祉
、
香
港
(
原
載
は
『
漆
侠
先
生
紀
念
論
文
集
』
河
北
大
皐

出
版
枇
、
石
家
庄
、
二

O
O
二
年
)

部
雲
特
一
九
九
三
『
中
園
救
荒
史
』
(
一
九
三
七
年
第
会
版
影
印
本
)
商
務
印
書
館
、
北
京

韓
茂
荊
二

0
0
0

「
金
代
主
要
農
作
物
地
理
分
怖
奥
穂
植
制
度
」
「
図
的
学
研
究
』
第
七
巻

山
西
省
考
古
研
究
所
編
一
九
九
九
『
平
陽
金
墓
碑
離
』
山
凶
人
民
出
版
枇
、
太
原

山
西
省
考
古
研
究
所
侯
馬
工
作
祐
一
九
九
七
A

「
侯
馬
一

O
一
競
金
墓
」
『
文
物
季
刊
」
第
三
期
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一
九
九
七
B

「
侯
馬
一

O
二
競
金
墓
」
『
文
物
季
刊
』
第
四
期

山
西
省
文
管
曾
侯
馬
工
作
泊
一
九
五
九
「
侯
馬
金
代
董
氏
墓
介
紹
」
『
文
物
』
第
六
期

王
培
華
一
九
九
九
「
一
万
代
北
方
水
早
災
害
時
空
分
布
特
貼
奥
申
検
龍
覆
救
済
制
度
」
『
世
舎
科
撃
戦
綾
』
第
三
期

|
|
|
二

0
0
一
「
一
万
明
清
江
南
皐
者
閲
愛
曲
北
水
利
的
思
想
奥
賓
践
」
『
河
北
間
半
刊
」
第
一
二
巻
第
四
期

高
園
鼎
一
九
五
七
「
匝
団
法
的
研
究
」
「
農
業
遺
産
研
究
集
刊
」
第
会
加

呉
宏
岐
一
九
九
七
『
一
万
代
農
業
地
理
』
西
安
地
園
出
版
壮
、
西
安

楊
富
斗
一
九
九
七
「
金
利
推
行
匿
出
法
管
見
」
宋
徳
金
等
編
『
遼
金
西
夏
史
研
究

楊
富
斗
・
楊
及
耕
一
九
九
七
「
金
墓
碍
雌
叢
探
」
『
文
物
季
刊
』
第
四
期

楊
前
一
九
六
五
「
元
代
農
村
枇
制
研
究
」
『
歴
史
研
究
』
第
四
期

子
傑
・
子
光
度
一
九
八
九
『
金
中
都
』
北
京
出
版
社
、
北
京

註(
1
)
匝
出
法
の
技
術
と
歴
史
的
推
移
に
つ
い
て
は
、
寓
一
九
五
八
に
詳

し
い
。

(
2
)
研
究
史
の
概
略
及
び
主
た
る
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
、
井
県
二

O

。
七
を
見
ら
れ
た
い
。

(
3
)

宋
代
以
前
に
お
け
る
同
同
法
の
歴
代
の
賓
施
例
と
し
て
は
、
後
漢

明
帝
朝
(
五
七
l
七
五
年
)
を
晴
欠
と
し
、
そ
の
後
は
曹
貌
の
都
支
、

東
耳
目
の
郭
文
、
束
貌
の
劉
仁
之
ら
に
よ
る
事
例
が
確
認
で
き
る
。
ま

た
、
建
元
七
1

八
年
(
三
七
一

l
一
一
)
頃
、
前
秦
の
存
堅
に
よ
っ
て

日
干
害
封
策
と
し
て
匿
団
法
の
賓
施
が
命
じ
ら
れ
、
唐
の
儀
鳳
三
年

(
六
七
八
)
五
月
に
は
、
高
宗
が
籍
田
に
お
い
て
両
用
地
に
手
ず
か

ら
橋
種
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
北
宋
の
文
彦
博
・
黄
庭
堅
・
王
安
石

の
詩
に
匡
田
法
を
用
い
た
芋
栽
培
に
関
す
る
言
及
が
見
ら
れ
る
。
南

宋
時
代
に
関
し
で
も
、
朱
喜
ハ
の
詩
に
両
用
法
を
用
い
た
芋
栽
培
に
鰯

紀
念
陳
述
先
生
逝
世
三
周
年
論
文
集
』
天
津
古
籍
出
版
祉
、
天
津

れ
る
外
、
羅
願
「
山
維
部
州
小
集
』
巻
一
・
勧
農
詩
「
部
州
勧
農
」
に
、

匝
H
法
と
代
田
法
に
閲
す
る
句
が
見
え
、
韓
涜
『
澗
泉
集
』
(
『
永
山
楽

大
典
』
各
二
会
二
九
四
)
「
で
種
詩
」
に
は
、
『
四
時
纂
要
』
か
ら
の

匝
出
法
関
連
記
事
の
引
用
が
な
さ
れ
る
。
但
し
、
南
宋
の
三
史
料
に

閲
し
て
は
、
昔
、
際
に
匝
同
法
が
賓
施
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
こ
こ
で
は
先
行
研
究
に
お
い
て
取
り
上

げ
ら
れ
た
事
例
に
つ
い
て
は
、
出
血
ハ
の
表
記
を
省
略
す
る
。

(
4
)

以
降
の
金
代
匿
団
法
に
関
す
る
記
述
は
、
主
と
し
て
『
金
史
』
巻

五
0
・
食
貨
志
・
阪
同
之
法
係
(
以
下
、
「
金
史
』
匝
団
法
僚
と
略

す
)
に
依
援
し
、
こ
れ
以
外
に
依
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
出
血
ハ
を
明

示
す
る
。
な
お
、
同
僚
は
歴
代
正
史
に
お
い
て
唯
一
、
匝
田
法
を
専

門
に
取
り
上
げ
る
候
項
で
あ
り
、
金
代
、
さ
ら
に
は
『
金
史
』
編
纂

が
な
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
お
け
る
匝
出
法
へ
の
注
秘
を
惇
え
る
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も
の
と
言
え
よ
う
。

(
5
)
『
金
史
』
巻
九
・
章
宗
本
紀
・
明
昌
元
年
五
月
乙
卯
(
二
日
)
係
、

同
壬
皮
(
九
日
)
係
、
同
己
巳
(
一
六
日
)
係
。

(
6
)

『
金
史
』
巻
七
三
・
守
貞
惇
。
明
昌
年
聞
の
日
干
魅
と
一
耐
雨
に
闘
し

て
は
、
陳
二

O
O三
に
詳
し
い
。

(
7
)

『
三
朝
北
盟
曾
編
』
を
六
三
に
、
粘
竿
(
宗
翰
)
が
凶
京
攻
略
の

後
、
「
大
臣
文
集
・
墨
迩
・
書
籍
等
」
を
求
め
さ
せ
た
と
あ
る
。

(
8
)

『
三
刺
北
盟
舎
編
』
巻
七
三
・
靖
康
元
年
二
一
月
一
一
一
二
日
甲
申
候

に
よ
れ
ば
、
開
封
落
城
の
後
、
金
軍
は
書
籍
名
を
指
定
し
て
そ
の
供

山
山
を
求
め
た
が
、
こ
の
要
求
に
針
し
て
開
封
府
は
域
内
の
書
籍
舗
か

ら
余
銭
を
用
い
て
購
入
す
る
な
ど
し
て
封
摩
し
た
と
さ
れ
る
。

(
9
)

『
一
一
一
刺
北
盟
舎
編
』
を
七
三
・
靖
康
元
年
二
一
月
二
六
日
丁
亥
係
。

(
日
)
『
靖
康
要
録
』
省
一
五
・
靖
康
二
年
二
月
二
円
僚
、
「
三
朝
北
盟

舎
編
』
虫
色
八
一
・
靖
康
二
年
二
月
一
六
日
丙
子
保
、
『
宋
史
」
巻
二

三
・
欽
宗
本
紀
・
靖
康
二
年
夏
四
月
庚
申
朔
(
一
円
)
僚
。
な
お
、

『
金
史
』
巻
一

0
・
章
宗
本
紀
・
明
昌
五
年
二
月
丁
酉
(
五
日
)
僚

に
「
詔
購
求
崇
文
総
日
内
所
閥
書
籍
」
と
あ
り
、
北
宋
崇
文
院
(
秘

書
省
)
の
所
寂
日
銀
を
基
に
書
籍
取
集
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

(
日
)
時
代
は
下
る
が
、
「
金
史
』
巻
四
七
・
食
貨
志
・
租
賦
候
に
よ
れ

ば
、
一
川
光
元
年
(
一
一
一
一
一
一
一
)
に
京
南
司
農
卿
の
李
撲
が
秋
税
の
徴

牧
時
期
を
遅
ら
せ
、
大
安
・
小
委
栽
培
の
賓
を
上
げ
ん
と
す
る
提
案

を
す
る
中
で
『
斉
民
要
術
」
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。

(
ロ
)
『
金
史
』
巻
九
五
・
張
蔦
公
惇
。

(
日
)
余
代
に
お
け
る
替
康
「
養
生
論
」
へ
の
言
及
と
し
て
、
大
定
二
五

年
(
一
一
八
五
)
の
進
士
で
、
文
壇
の
領
袖
と
し
て
李
純
甫
と
並
び

士
人
の
尊
崇
を
集
め
た
趨
乗
文
の
文
集
『
閑
閑
老
人
溢
水
文
集
」
巻

二
O
「
政
王
致
叔
書
替
叔
夜
養
生
論
後
」
が
見
え
る
。

(
U
)

「
金
史
』
巻
一

0
・
章
宗
本
紀
・
明
昌
四
年
五
月
辛
巳
(
一
六

日
)
候
。

(
日
)
こ
こ
で
技
術
的
側
面
に
で
は
な
く
、
民
衆
の
理
解
不
足
と
い
っ
た

精
柿
面
に
原
因
を
求
め
る
E
H
持
図
の
見
解
も
ま
た
替
康
「
養
生
論
」

に
基
づ
く
岡
田
法
賓
施
の
愛
想
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
日
)
子
・
子
一
九
八
九
に
よ
れ
ば
、
中
都
の
城
北
で
は
整
備
さ
れ
た
濯

減
水
路
を
川
用
い
て
贋
く
水
田
耕
作
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
封
し

て
城
南
地
域
は
濯
概
用
水
が
充
分
に
供
給
さ
れ
な
い
土
地
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。
耐
日
干
針
策
と
し
て
匿
団
法
の
殺
果
を
確
認
す
る
た
め
に

敢
え
て
城
南
の
地
が
選
探
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
口
)
第
二
次
議
論
開
始
の
翌
々
月
(
明
昌
四
年
六
月
)
に
章
宗
が
愛
し

た
匿
種
の
成
果
如
何
の
問
い
に
針
し
て
、
育
持
園
は
六
月
下
旬
か
ら

七
月
初
旬
に
成
果
が
現
れ
る
と
答
え
て
い
る
。
試
験
賓
施
の
開
始
を

膏
持
図
の
参
知
政
事
就
任
(
明
昌
四
年
三
月
)
以
降
と
仮
定
し
た
上

で
、
そ
の
成
熟
時
期
(
六
月
下
旬
か
ら
七
月
初
旬
)
か
ら
判
断
す
れ

ば
中
都
南
郊
に
お
け
る
匝
団
法
の
試
験
賓
施
は
蕎
妻
、
或
い
は
早
熟

の
粟
、
春
小
委
を
封
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
熟
時
期
は
宍
戸

冷
地
の
た
め
に
繰
り
下
げ
ら
れ
た
中
都
路
の
夏
枕
徴
牧
開
始
時
期
と

も
一
致
す
る
。
全
国
に
向
け
た
匿
田
法
賓
施
に
先
駆
け
て
、
租
税
徴

牧
の
作
物
を
封
象
し
た
現
昔
、
的
な
テ
ス
ト
が
な
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

金
代
に
お
け
る
栽
培
作
物
の
種
類
と
そ
の
播
種
・
牧
穫
時
期
に
つ
い

て
は
、
韓
二

0
0
0を
見
ら
れ
た
い
。
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(
日
)
『
金
史
』
巻
一

0
・
章
宗
本
紀
・
明
昌
五
年
春
正
月
己
巳
(
七

日
)
僚
で
は
「
向
童
日
省
進
直
田
法
、
一
詔
相
其
地
宜
、
務
従
民
便
」
と

さ
れ
る
が
、
賓
施
を
命
ず
る
と
の
文
一
一
百
は
見
ら
れ
な
い
。

(
m
M
)

そ
の
他
の
陳
言
人
の
事
例
と
し
て
は
、
「
金
史
』
を
二
三
・
五
行

志
・
衛
紹
王
大
安
三
年
燦
お
よ
び
『
金
史
』
巻
会
三
・
衛
紹
王
本

紀
・
大
安
一
一
一
年
一
一
月
僚
に
見
え
る
大
安
三
年
(
二
二
ム
)
に
尚

書
省
の
門
前
に
て
半
月
に
亘
っ
て
衛
紹
王
の
譲
位
を
叫
び
諒
殺
さ
れ

る
に
至
っ
た
男
子
部
賛
や
『
金
史
』
巻
二
七
・
河
渠
志
・
黄
河
・
明

昌
五
年
春
正
月
僚
に
見
え
る
都
水
監
丞
問
機
と
黄
河
治
水
の
方
法
に

つ
い
て
直
接
討
論
を
行
っ
た
鳴
徳
輿
ら
が
権
認
で
き
る
。

(
初
)
『
金
史
』
巻
五
八
-

Z

円
官
志
・
百
官
俸
給
係
。
ま
た
、
『
金
史
』

巻一

0
・
章
宗
本
紀
・
明
昌
四
年
九
月
戊
辰
(
五
円
)
依
に
は
「
議

向
書
省
、
大
定
二
十
九
年
以
後
士
庶
一
百
事
、
或
係
園
家
戎
遺
関
大
利

害
巳
嘗
施
行
者
、
可
特
補
一
官
、
有
盆
於
官
民
、
量
給
以
賞
」
と
あ

り
、
高
翌
の
陳
言
と
相
前
後
す
る
時
期
に
士
庶
の
有
盆
な
進
言
に
封

す
る
報
奨
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
未
だ
正
式
な
賓
施
が
告
げ
ら
れ
る
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
地
方

の
有
識
者
で
あ
ろ
う
高
翌
が
あ
ま
り
に
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
陳
言
を
な

し
得
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
育
持
園
ら
匝
団
法
推
進
汲
の
閥

興
が
疑
わ
れ
る
も
の
の
推
測
の
域
を
出
な
い
。
但
し
、
華
北
全
域
へ

の
賓
施
を
直
前
に
控
え
た
段
階
で
、
阪
同
法
賓
施
の
経
験
を
有
す
る

武
陪
燃
の
高
翌
に
よ
っ
て
具
健
案
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
に
庭
じ
て
政

府
の
農
業
政
策
と
し
て
同
種
賓
施
が
開
始
さ
れ
る
と
い
う
具
合
に
、

推
準
採
に
と
っ
て
筋
書
き
通
り
の
展
開
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る。

(
辺
)
原
会
九
八
三
に
よ
れ
ば
、
匝
田
法
に
お
け
る
濯
獄
は
容
器
を
用
い

た
水
か
け
方
式
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

(
お
)
「
金
史
』
巻
五

0
・
食
品
貝
志
・
水
同
僚
。

(
弘
)
「
金
史
』
巻
一

0
・
章
宗
本
紀
・
承
安
元
年
夏
四
月
戊
午
(
九

日
)
僚
に
も
「
初
行
匝
種
法
、
民
十
五
以
上
、
六
十
以
下
有
土
問
者
、

丁
種
ム
畝
」
の
記
載
が
見
え
る
。

(
お
)
「
金
史
』
匿
出
法
僚
で
は
馬
百
椋
の
官
職
を
「
九
路
提
刑
」
と
す

る
が
、
『
金
史
」
巻
九
七
・
馬
百
様
停
に
よ
り
南
京
路
提
刑
使
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
提
刑
司
は
全
土
を
九
路
に
分
け
て
設
置

さ
れ
て
お
り
、
通
常
、
九
路
提
刑
司
は
提
刑
司
の
畑
町
橋
と
し
て
用
い

ら
れ
る
。

(
お
)
同
墓
前
室
墓
門
上
方
に
埋
め
込
ま
れ
た
地
褐
に
「
時
明
昌
楽
年
捌

月
初
四
日
入
功
、
九
月
日
功
畢
」
の
記
載
が
見
え
、
同
墓
の
建
造
が

明
昌
七
年
八
月
四
日
に
始
ま
り
、
同
年
九
月
某
日
に
終
了
し
た
こ
と

が
分
か
る
[
山
西
省
考
古
研
究
所
侯
馬
工
作
地
一
九
九
七
B
・
山
西

省
考
古
研
究
所
一
九
九
九
]

0

(
幻
)
山
西
省
考
古
研
究
所
侯
馬
工
作
祐
一
九
九
七
の
窮
員
(
園
五
・

M

一
O
二
碍
刻
文
字
、
三
二
頁
)
に
よ
っ
て
原
文
を
示
す
。
「
L
L

州、

交
百
姓
忙
粧
直
出
。
毎
一
畝
要
ム
千
五
百
医
、
毎
匿
打
約
一
升
。
本

家
刷
到
物
四
百
石
。
/
/
時
明
昌
楽
年
捌
月
日
入
功
。
白
年
前
十

月
内
、
有
至
到
六
月
十
九
日
得
雨
。
米
奏
計
債
二
百
五
十
。
到
二
十

二
日
、
種
下
秋
田
、
/
/
毎
畝
牧
穀
一
石
。
菜
豆
毎
畝
一
石
、
棄

約
五
分
。
又
差
官
遁
行
刷
物
。
」
な
お
、
山
西
省
考
士
門
研
究
所
編
一

九
九
九
(
六
六
1

六
七
頁
)
に
は
、
同
墓
室
北
壁
の
全
健
官
局
員
が
牧

録
さ
れ
石
柱
刻
文
も
わ
ず
か
に
見
え
る
が
、
記
載
内
谷
を
確
認
す
る
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こ
と
は
で
き
な
い
。

(
お
)
同
墓
室
右
側
石
柱
に
「
先
澗
董
珍
」
の
語
が
見
え
る
が
、
こ
の
名

は
董
海
墓
の
東
北
二

0
メ
ー
ト
ル
の
地
黙
に
て
愛
掘
さ
れ
た
董
寓
墓

室
内
の
石
柱
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
、
加
え
て
附
近
に
て
董
記
堅
・

董
明
兄
弟
の
墓
も
愛
見
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
同
郷
の
董
氏
一
族

と
推
定
さ
れ
て
い
る
[
山
西
省
文
管
舎
侯
馬
土
作
姑
一
九
五
九
、
山

西
省
考
古
研
究
所
侯
馬
工
作
姑
会
九
九
七

A
]
。
な
お
、
居
住
地
で

あ
る
風
上
村
は
分
上
村
と
も
稽
さ
れ
、
現
在
の
扮
L
L
村
に
首
た
り
、

治
河
に
近
接
し
た
濯
淑
川
用
水
の
得
や
す
い
地
で
あ
る
[
楊
・
楊
一
九

九
七
]

0

(
却
)
文
中
の
「
打
約
」
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
そ
の
類
例
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
打
」
、
「
約
」
と
も
に
「
見
積
も
る
」
或

い
は
「
見
計
ら
う
」
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
見

込
む
」
と
誇
出
す
る
。

(
鈎
)
『
金
史
』
巻
四
七
・
食
貨
志
・
租
賦
僚
に
よ
れ
ば
、
私
田
に
お
け

る
夏
税
額
は
一
畝
蛍
た
り
一
一
一
合
、
秋
税
額
は
五
升
と
さ
れ
る
。

(
出
)
嘗
時
の
天
候
不
順
に
関
し
て
は
、
『
金
史
』
巻
二
三
・
五
行
志
に

も
「
承
安
元
年
五
月
、
自
正
月
不
雨
、
至
日
疋
月
雨
」
と
さ
れ
、
刻
文

の
内
容
と
も
一
致
す
る
。

(
幻
)
刻
文
に
記
さ
れ
る
首
時
の
穀
物
債
格
「
米
萎
計
債
二
百
五
十
」
に

闘
し
で
は
、
同
様
の
表
記
例
と
し
て
『
三
朝
北
盟
曾
編
』
巻
九
九
・

諸
録
雑
記
所
牧
の
「
奥
秘
書
少
監
越
腸
桃
太
守
主
日
」
に
「
米
奏
至
二

十
四
貫
一
餅
」
の
語
が
見
え
る
。
徽
宗
・
欽
宗
の
北
狩
と
こ
れ
に
績

く
張
邦
昌
の
楚
帝
加
封
の
中
で
、
混
乱
状
態
を
極
め
た
靖
康
二
年

(
一
一
二
七
)
の
開
封
城
内
の
賦
況
と
比
較
し
て
も
、
明
昌
六
l
七

年
の
穀
物
債
格
の
高
騰
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
お
)
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
朕
況
で
は
あ
る
が
、
『
紫
山
大
全
集
』
巻
二

一
二
・
雑
著
・
匹
夫
歳
費
に
よ
れ
ば
、
一

O
O畝
の
耕
作
地
か
ら
得
ら

れ
る
取
量
は
、
由
一
R

作
で
七

O
l
八
O
石
、
不
作
な
ら
ば
三
五
1

四
O

石
に
満
た
な
い
と
さ
れ
る
。
伎
に
一
頃
あ
た
り
三
五
石
の
収
穫
を
待

た
と
す
れ
ば
、
四
O
O
石
の
牧
穫
量
を
得
た
董
海
家
の
所
有
地
面
積

は
一
会
・
四
頃
程
度
と
推
定
さ
れ
る
。
楊
氏
の
算
出
し
た
一

0
0畝

弱
と
は
大
き
な
聞
き
が
あ
る
が
、
壮
麗
な
碍
雌
に
て
彩
ら
れ
た
墓
室

を
建
造
し
得
た
董
海
家
の
所
有
地
面
積
と
し
て
は
よ
り
相
麿
し
い
数

値
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
井
黒
二

O
O
七
で
は
、
「
匹
夫
歳

費
」
中
の
不
作
時
の
収
量
を
「
五

O
石
に
満
た
な
い
」
と
誤
っ
た
。

こ
こ
に
訂
正
す
る
。

(
は
)
楊
会
九
九
七
で
は
、
本
刻
文
が
某
室
内
と
い
う
特
殊
な
場
所
に
刻

ま
れ
た
背
景
に
は
、
匿
同
法
賓
施
に
封
す
る
不
満
を
表
す
と
い
う
意

固
が
あ
っ
た
と
す
る
。

(
お
)
「
金
史
』
巻
一

0
0
・
孟
鋳
惇
「
是
歳
、
白
春
至
夏
、
諸
郡
少
雨
。

誤
用
奏
今
歳
恕
陽
、
己
近
五
月
、
比
一
全
得
雨
、
恐
失
播
種
之
期
、
可
依

種
麻
菜
法
、
揮
地
形
梢
下
庭
援
畦
種
穀
、
穿
土
作
井
、
随
宜
濯
獄
。

上
従
其
言
、
匝
種
法
自
此
始
。
」
末
尾
の
文
一
二
口
に
よ
り
、
こ
れ
が
匝

田
法
を
意
味
す
る
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
孟
鋳

提
言
に
お
い
て
は
ミ
ゾ
に
播
種
す
る
と
い
う
匿
田
法
の
特
徴
的
な
技

術
が
明
言
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
さ
ら
に
『
氾
勝
之
主
目
』
や
『
斉
民

要
術
』
な
ど
の
漢
代
匝
同
法
を
記
す
史
料
に
は
こ
こ
で
参
考
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
踊
の
匿
種
法
に
闘
す
る
記
載
が
確
認
で
き
な
い
な
ど
、

技
術
的
に
は
匝
出
法
と
断
定
す
る
に
は
問
題
が
残
る
。
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(
お
)
『
金
史
』
巻
一

O
二
・
同
琢
惇
。
こ
こ
で
の
屯
田
と
匝
田
法
の
組

み
合
わ
せ
ば
岐
に
章
宗
朝
の
施
策
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
歴
史

的
に
見
れ
ば
、
貌
の
都
支
の
賓
施
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

甘
露
一
冗
年
(
二
五
六
)
、
都
支
は
美
維
率
い
る
局
軍
の
侵
攻
を
阻
止

す
べ
く
上
部
に
て
屯
田
を
興
し
、
日
干
魅
を
克
服
す
る
た
め
匿
種
法
を

賓
施
し
て
自
ら
軍
士
の
先
頭
に
立
っ
て
来
紹
を
執
っ
た
。
匿
団
法
の

賓
施
に
は
そ
の
精
綴
な
技
術
を
い
か
に
耕
作
者
に
惇
え
る
か
と
い
う

問
題
が
つ
き
ま
と
う
が
、
特
に
兵
卒
に
よ
っ
て
管
ま
れ
る
軍
屯
に
お

い
て
は
こ
れ
は
切
賓
な
問
題
で
あ
り
、
技
術
の
数
示
が
必
要
不
可
欽

と
な
る
。
よ
っ
て
、
部
支
抹
殺
の
後
に
段
灼
に
よ
っ
て
「
身
不
僕
虜

之
労
、
親
執
士
卒
之
役
」
と
稽
賛
さ
れ
た
都
立
の
行
局
も
、
匡
田
法

の
精
絞
な
技
術
を
軍
士
達
に
教
示
す
る
た
め
に
、
自
ら
が
率
先
し
て

事
に
嘗
た
っ
た
事
賓
を
惇
え
る
も
の
と
解
し
得
ょ
う
。
こ
う
し
た
技

術
面
で
の
問
題
貼
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
多
大
な
州
労
働
力

を
必
要
と
し
、
か
つ
土
地
の
形
状
を
選
ば
ず
に
賓
施
す
る
こ
と
が
で

き
る
匿
団
法
は
、
屯
田
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
そ
の
救
出
木
を

護
揮
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
幻
)
『
斉
民
要
術
』
巻
五
・
種
桑
柘
に
、
「
橿
熟
時
、
多
状
、
曝
乾
之
、

附
年
粟
少
、
可
以
醤
食
」
と
あ
り
、
桑
は
衣
料
用
作
物
と
し
て
は
勿

論
の
こ
と
、
権
を
食
山
と
す
る
こ
と
で
救
荒
用
作
物
と
し
て
も
利

用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
章
で
見
た
侯
馬
金
墓
刻
文
に
も

菜
栽
培
の
記
載
が
見
え
る
が
、
『
金
史
』
虫
色
四
七
・
食
品
貝
志
二
・
用

制
に
依
れ
ば
、
「
凡
桑
・
棄
、
民
戸
以
多
植
局
勤
、
少
者
必
植
其
地

十
之
三
、
日
航
安
謀
克
戸
少
者
必
課
種
其
地
十
之
一
、
除
枯
補
新
、
使

之
不
扶
」
と
あ
り
、
棄
・
桑
は
民
戸
お
よ
び
猛
安
・
謀
克
戸
い
ず
れ

も
が
規
定
の
面
積
に
必
ず
栽
植
す
べ
き
も
の
と
規
定
さ
れ
た
。

(
お
)
『
農
桑
輯
要
』
巻
二
・
播
種
・
匝
同
所
引
。

(
却
)
首
該
箇
所
は
『
一
冗
人
文
集
珍
本
叢
刊
』
所
収
『
至
正
集
』
(
宣
統

三
年
石
印
本
)
及
び
北
京
園
書
館
蔵
清
抄
本
で
は
「
昏
」
に
作
る
が
、

四
庫
全
書
本
に
よ
っ
て
改
め
た
。

(
却
)
こ
の
収
穫
量
に
は
明
ら
か
に
誇
張
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ

こ
で
「
百
倍
」
と
さ
れ
る
の
は
渓
代
以
来
の
匿
同
法
が
「
一
畝
百

剤
」
の
牧
穫
量
を
説
く
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
H
U
)

糞
薙
に
つ
い
て
は
、
大
津
一
九
九
三
(
二

O
二
頁
)
を
参
照
。

(
必
)
「
元
史
』
巻
T
1

・
世
組
本
紀
・
中
統
三
年
夏
四
月
甲
反
(
一
九

日
)
保
。

(
必
)
匝
田
法
の
頒
布
を
行
っ
た
部
使
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
常
一
察
官

の
別
名
で
あ
り
、
前
掲
「
資
善
大
夫
吏
部
向
圭
目
張
公
榊
道
碑
銘
井

引
」
に
「
白
貞
一
柘
南
駕
、
初
設
大
司
農
、
分
領
地
官
之
政
、
而
仮
之

以
部
使
者
之
任
」
と
し
て
金
末
に
は
農
政
官
が
叫
院
察
の
職
を
粂
ね
た

こ
と
か
ら
、
前
年
の
中
統
二
年
八
月
の
勧
農
司
設
立
に
よ
り
汲
遣
さ

れ
た
八
名
の
勧
農
伎
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
に
八
人
が
任

じ
ら
れ
た
勧
農
使
の
汲
遣
先
に
輝
州
を
含
む
衛
輝
は
含
ま
れ
な
い
が
、

輝
州
の
位
置
か
ら
考
え
て
耶
洛
に
汲
遣
さ
れ
た
李
士
勉
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
。

(
叫
)
「
張
正
倫
神
道
碑
」
が
元
好
問
の
撰
文
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、

神
這
碑
の
基
礎
デ
ー
タ
と
な
る
行
状
を
王
磐
が
、
墓
誌
を
王
鵠
が
手

が
け
て
い
る
。
さ
ら
に
『
秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
巻
四
二
「
王
氏
易

皐
集
説
序
」
に
よ
れ
ば
、
天
興
元
年
(
一
二
三
二
)
に
主
障
の
父
で

あ
る
王
-
大
鐸
は
戸
部
尚
書
張
正
倫
の
も
と
戸
部
主
事
の
任
に
あ
っ
た
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と
さ
れ
る
な
ど
、
張
正
倫
と
ク
ビ
ラ
イ
時
代
の
士
人
達
と
の
人
間
関

係
の
繋
が
り
も
確
認
で
き
る
。

(
何
日
)
文
中
に
「
雨
省
」
の
訴
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
中
書
省
と
向
書
室
田

が
並
置
さ
れ
た
至
一
万
七
年
正
月
か
ら
同
九
年
(
一
二
七
二
)
正
月
ま

で
の
聞
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
至
元
七
年
二
月
に
四
這

勧
農
司
が
設
置
さ
れ
、
同
年
一
一
一
月
に
は
司
農
司
が
大
司
農
司
へ
と

改
稿
さ
れ
た
こ
と
か
ら
時
期
が
絞
り
込
ま
れ
る
。

(
必
)
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
祉
制
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
様
々
に
議

論
さ
れ
て
き
た
テ
l
マ
で
あ
り
、
本
稿
で
は
匿
田
法
賓
施
と
い
う
農

業
政
策
か
ら
見
た
枇
制
の
一
面
を
述
べ
る
に
止
め
る
。
一
刑
制
に
関
す

る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
中
島
二

O
O
一
を
見
ら
れ
た
い
。

(
釘
)
楊
一
九
六
五
及
び
宮
二

0
0七
に
引
用
さ
れ
る
『
善
俗
要
義
』
一

日
務
農
桑
に
「
今
後
仰
枇
長
勧
枇
衆
常
観
農
桑
之
書
」
と
あ
る
。

(
必
)
至
一
万
二
三
年
お
よ
び
二
八
年
に
お
け
る
農
桑
の
制
頒
布
に
関
わ
る

政
治
状
況
や
そ
の
推
移
は
、
宮
二

O
O
六
に
詳
し
い
。

(
必
)
こ
の
「
聴
従
民
便
」
の
記
載
は
、
先
の
「
元
史
』
食
貨
志
の
誤
り

を
傍
詮
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
叩
)
延
祐
二
年
の
御
史
歪
の
建
言
を
受
け
て
程
鉦
夫
が
越
簡
の
租
先
を

顕
彰
す
る
た
め
に
執
筆
し
た
「
貌
園
越
氏
先
徳
之
碑
」
(
「
程
雲
模

集
』
巻
五
)
及
び
貢
杢
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
そ
の
碑
陰
「
越
氏
問

陰
記
」
(
『
正
徳
大
名
府
志
』
巻
一

O
)
に
よ
れ
ば
、
越
筒
、
字
は
敬

甫
(
或
い
は
敬
夫
)
、
競
は
稼
翁
、
大
名
路
元
城
の
人
で
あ
る
。
そ

の
ハ
目
歴
は
薪
政
廉
訪
司
(
早
川
東
・
河
束
・
山
東
)
、
御
史
吉
室
・
江
南

行
御
史
蓋
・
行
省
(
河
南
・
江
湖
・
江
西
)
の
官
を
照
任
し
て
、
泰

定
三
年
(
一
三
二
六
)
一
二
月
に
集
賢
大
皐
士
に
L
L

っ
て
い
る
。
ま

609 

た
、
そ
の
父
趨
揖
は
中
統
元
年
に
大
名
等
六
路
宣
撫
使
の
張
文
議
に

畔
召
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
隠
居
の
後
に
は
張
孔
孫
が
そ
の
堂
に

「
徐
慶
」
の
文
字
を
書
し
、
李
謙
が
記
を
撰
述
し
、
慮
撃
が
銘
を
附

し
て
い
る
。
な
お
、
井
黒
二

0
0七
に
お
い
て
は
、
泰
定
二
年
二
一

月
に
お
け
る
趨
簡
の
職
位
を
中
来
日
右
丞
と
し
た
が
、
『
元
史
』
巻

一
会
了
泰
定
帝
本
紀
・
泰
定
三
年
二
一
月
庚
寅
(
二

O
日
)
候
に
「
百

江
湖
行
省
右
丞
越
筒
潟
集
賢
大
向
学
土
、
領
経
往
事
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
泰
定
二
年
二
一
月
か
ら
同
三
年
二
一
月
二

O
日
に
至
る
ま
で
の

聞
に
江
市
川
行
省
左
丞
か
ら
江
湖
行
省
右
丞
に
昇
進
し
た
こ
と
が
分
か

る
。
こ
こ
に
前
稿
で
の
誤
り
を
訂
正
す
る
。

(
日
)
こ
の
三
史
料
開
に
お
け
る
文
字
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
文

山
子
の
遣
い
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
委
の
匝
種
に
関
し
て
、

趨
簡
「
匝
田
事
理
」
で
は
「
委
宜
下
地
」
と
し
て
萎
の
栽
培
に
は
低

地
が
適
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
「
伊
手
岡
田
之
法
」
で
は
「
萎
宜

高
地
」
と
正
反
封
の
記
載
が
な
さ
れ
る
。
同
様
の
例
と
し
て
、
「
伊

手
匿
田
之
園
」
・
「
伊
手
匿
田
之
法
」
及
び
越
筒
「
程
匿
出
法
」
の
豆

匿
種
に
関
す
る
記
述
が
「
接
士
宜
薄
」
、
「
覆
土
宜
薄
」
で
あ
る
の
に

封
し
て
、

[
F
一
一
六
一

W
五
三
四
]
で
は
「
惨
土
宜
厚
」
と
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
正
反
封
の
記
載
内
容
が
、
車
な
る
ミ
ス
と
し
て
片
付

け
ら
れ
る
も
の
な
の
か
、
或
い
は
地
域
的
差
異
を
反
映
し
た
凶
変
更
で

あ
る
の
か
は
、
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

(
臼
)
匝
回
の
技
術
白
憶
は
岐
に
遁
べ
た
様
に
、
至
元
七
年
よ
り
「
直
田

の
法
」
が
華
北
の
農
民
に
惇
え
ら
れ
、
さ
ら
に
同
二
三
年
よ
り
は

「
匝
団
法
度
」
が
江
南
を
も
含
め
た
公
園
に
向
け
て
印
刷
・
出
版
さ

れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
趨
簡
が
述
べ
る
「
匝
田
事
理
」
が
先
行
す
る
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「
匝
出
法
度
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
れ
を
下

敷
き
に
越
簡
に
よ
る
改
訂
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

(
日
)
『
一
川
史
』
巻
八
五
・
百
官
志
・
兵
部
。

(
日
)
『
一
万
史
』
巻
二
九
・
泰
定
帝
本
紀
・
泰
定
二
年
間
正
月
乙
丑
(
一

四
日
)
侠
に
「
命
整
治
屯
同
」
と
あ
り
、
績
け
て
河
南
行
省
左
丞
挑

燈
に
よ
る
屯
同
吏
の
屯
戸
に
封
す
る
搾
取
を
問
題
と
す
る
提
言
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
年
一

O
月
に
お
け
る
越
簡
の
提
言
も
省

時
の
屯
田
振
興
政
策
の
一
環
と
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
宮
二

O
O七
に
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
後
至
元
年
聞
こ
二
二
二

五
i
四
O
)
の
胡
乗
葬
に
よ
る
錦
州
で
の
匝
種
賓
施
に
関
し
て
は
、

氏
が
引
用
す
る
『
嘉
靖
遼
東
志
』
巻
五
の
該
首
部
分
に
は
「
乗
一
雰
乃

自
編
伊
手
武
侯
匝
出
遺
制
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
両
用
法
の
創
始
者

と
さ
れ
る
伊
予
の
名
が
奉
が
る
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
農
政
の

面
で
は
屯
田
に
関
聯
し
て
言
及
さ
れ
る
武
佼
諸
葛
亮
を
匝
田
法
と
の

関
連
の
中
で
取
り
上
げ
た
他
の
用
例
を
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
氏

の
論
考
に
お
い
て
は
、
胡
乗
葬
の
事
績
と
し
て
、
百
七
正
二
今
年
(
一

三
六
一
)
に
大
都
の
屯
田
経
管
に
多
大
な
成
果
を
収
め
た
と
さ
れ
る

が
、
こ
の
錦
州
・
大
都
の
事
績
を
一
連
の
も
の
と
捉
え
れ
ば
、
胡
乗

葬
の
編
み
出
し
た
「
匝
田
遺
制
」
と
は
、
屯
田
に
お
け
る
匿
団
法
の

賓
施
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
窺
え
る
。

(
日
)
『
一
一
九
史
』
巻
一

0
0
・
兵
士
山
・
屯
田
・
江
湖
等
庭
行
中
書
省
所
轄

屯
田
保
。

(
日
)
カ
ラ
ホ
ト
文
書

[
F
一
一
六
二

w
王
二
八
]
お
よ
び
「
救
荒
活
民

類
要
』
元
制
・
農
桑
。
本
史
料
に
闘
し
て
は
、
占
松
二

O
O
五
・
井

黒
二

0
0
五
を
参
照
。

(
日
)
救
荒
策
と
し
て
の
水
利
事
業
は
、
災
害
時
へ
の
備
え
と
し
て
の
貯

水
以
外
に
、
困
窮
し
た
民
に
仕
事
を
輿
え
る
公
共
事
業
の
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ
り
、
『
朱
子
一
語
類
」
巻
一

O
六
に
お
い
て
、
朱
裏
も
畿

鍾
救
済
の
方
策
と
し
て
高
く
評
債
す
る
。
『
朱
子
語
類
』
の
讃
解
に

つ
い
て
は
、
田
中
会
九
六
九
に
依
る
。

(
関
)
井
黒
二

O
O
七
に
て
述
べ
た
様
に
、
「
伊
す
匝
田
之
園
」
と
「
伊

ヰ
ア
匝
田
之
法
」
は
明
白
に
二
黙
ム
組
の
史
料
で
あ
る
。
新
た
に
議
見

さ
れ
た
『
至
正
僚
格
』
に
「
園
」
は
牧
録
さ
れ
な
い
が
、
こ
れ
は

『
至
正
佼
格
」
白
煙
の
文
献
的
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
同
書
へ

の
牧
録
に
際
し
て
省
略
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
印
)
泰
定
三
年
以
降
の
腹
裏
に
お
け
る
匝
田
法
の
賓
施
例
と
し
て
、

『
寓
暦
衡
輝
府
志
』
巻
六
・
官
師
志
に
見
え
る
鄭
棟
の
事
績
が
奉
げ

ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
鄭
棟
、
字
上
隆
、
泰
定
丁
卯
翁
昨
城

手
、
数
民
同
種
、
栽
植
桑
棄
、
延
師
立
山
岸
、
伴
敦
子
弟
。
在
任
数
年
、

政
平
訟
筒
、
盗
息
民
安
。
有
去
思
碑
」
と
あ
り
、
泰
定
四
年
(
一
三

二
七
)
に
昨
城
予
と
な
っ
た
鄭
棟
は
民
に
匝
種
を
教
え
る
と
と
も
に
、

桑
や
棄
の
栽
培
を
促
進
し
た
と
さ
れ
る
。

(
削
)
平
山
会
九
九
九
に
よ
れ
ば
、
至
治
元
年
(
一
三
一
一
一
)
よ
り
歪
順
二

年
三
三
三
二
に
至
る
一

0
年
聞
が
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
九
大
災
害

期
の
一
つ
に
首
た
る
。

(
日
)
「
元
史
』
巻
二
八
・
英
宗
本
紀
・
至
治
三
年
秋
七
月
己
酉
(
一
九

日
)
僚
に
よ
る
。
但
し
、
『
大
元
海
運
記
』
巻
之
下
・
歳
運
糧
数
に

よ
れ
ば
、
至
治
二
年
の
運
糧
は
三
二
五
高
石
、
同
三
年
は
二
八
二
高

石
と
さ
れ
、
約
四
O
高
石
の
減
少
と
な
る
。

(
臼
)
「
大
元
海
運
記
』
巻
之
下
・
歳
一
連
糧
数
。

34 



(
日
)
『
一
五
史
』
巻
二
九
・
泰
定
帝
本
紀
・
泰
定
二
年
二
月
庚
子
(
二

O

日
)
係
。

(
似
)
『
一
一
九
史
』
巻
三
二
・
文
宗
本
紀
・
天
暦
元
年
一
一
一
月
係
。

(
日
)
陳
一
九
九
二
に
よ
れ
ば
、
二
二
世
紀
以
降
の
特
徴
と
し
て
北
方
モ

ン
ゴ
ル
高
原
か
ら
の
貧
民
流
入
が
奉
げ
ら
れ
る
。
至
大
年
間
以
降
、

モ
ン
ゴ
ル
高
原
よ
り
大
量
の
機
民
が
華
北
に
流
入
す
る
と
と
も
に
、

延
祐
年
間
に
は
華
北
よ
り
江
束
、
江
西
一
帯
へ
の
流
民
流
入
が
問
題

視
さ
れ
、
さ
ら
に
天
暦
二
年
に
は
険
西
・
河
東
・
燕
南
・
河
北
・
河

南
か
ら
准
南
へ
流
入
し
た
数
十
蔦
に
も
及
ぶ
流
民
へ
の
賑
岨
が
命
じ

ら
れ
て
い
る
。

(
侃
)
『
一
川
史
』
巻
二
九
・
泰
定
帝
本
紀
・
泰
定
二
年
五
月
丙
子
(
二
八

日
)
係
。

(
釘
)
『
水
利
集
」
巻
一
に
収
録
さ
れ
る
湖
西
水
利
行
政
関
連
の
文
書
は
、

大
徳
年
間
(
一
二
九
七
1
三
O
七
)
と
泰
定
年
間
の
雨
時
期
に
集
中

す
る
。
泰
定
年
聞
に
は
都
水
庸
出
使
司
は
ほ
ぼ
数
ヶ
月
ご
と
に
廃
置

を
繰
り
返
す
が
、
こ
れ
も
斯
一
曲
水
利
の
復
興
に
封
す
る
闘
心
の
現
れ

と
も
言
え
よ
う
。

(
侃
)
『
圭
薪
文
集
』
巻
九
・
一
岬
遁
碑
・
元
故
套
章
悶
侍
書
皐
士
翰
林
侍

611 

議
向
学
士
通
奉
大
夫
虞
薙
公
一
神
道
碑
。
王
二

O
O
一
に
よ
れ
ば
、
後
に

『
農
政
全
書
」
に
お
い
て
西
北
水
利
論
の
鳴
矢
と
し
て
収
録
さ
れ
る

虞
集
の
見
解
は
蛍
時
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
至
一
止

年
間
(
一
三
四
一

l
六
七
)
に
至
り
、
腹
裏
に
お
け
る
屯
田
開
設
と

い
う
形
で
賓
現
さ
れ
、
さ
ら
に
明
代
に
至
っ
て
丘
溶
ら
江
南
出
身
の

名
だ
た
る
官
員
達
に
よ
っ
て
再
許
債
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

(
的
)
「
図
朝
文
類
』
巻
四
六
・
策
問
・
舎
試
策
問
、
『
遁
園
類
稿
』
巻

二
了
策
問
・
舎
試
策
問
。
『
類
編
歴
奉
三
場
文
選
』
第
五
科
・
中

書
堂
舎
試
に
泰
定
丁
卯
(
四
年
)
合
試
の
策
聞
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

「
間
水
利
」
が
こ
の
虞
集
の
策
聞
で
あ
る
。

(
刊
)
泰
定
帝
に
封
す
る
経
娃
講
義
の
終
了
後
に
同
列
と
と
も
に
な
さ
れ

た
虞
集
の
建
言
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
泰
定
三
年
二
一
月
二

O

日
に
趨
簡
は
集
賢
大
皐
士
、
領
経
第
一
事
に
任
じ
ら
れ
、
致
和
元
年
一
一
一

月
二
六
日
に
は
預
経
築
事
と
な
っ
て
お
り
、
同
列
に
は
越
筒
自
身
も

含
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
九
)
「
元
史
』
巻
三

0
・
泰
定
帝
本
紀
・
致
和
元
年
春
正
月
丁
丑
(
一

一一一

H
)
候。
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A GLIMPSE OF AGRICULTURAL POLICY OF JIN
AND MONGOL PERIODS AS SEEN IN THE
IMPLEMENTATION OF OUT/AN SYSTEM

ICURO Shinobu

The implementation of the outian system ~ EB it as an instrument of agricul

tural policy in the Jin and Mongol periods can be roughly divided into four periods:

(1) during the reign of Zhang-zong ~* of the Jin; (2) from the late Jin through the

Zhongtong era and to the first year of the Zhiyuan era; (3) until the third decade

of the Zhiyuan era; and (4) during the Taiding era. During the initial stage, which

corresponds to the reign of Zhang-zong, the outian system was instituted as a

reformist measure to overcome drought and increase tax revenue. However, due

to the problems of differing customs and conditions and the gap between estimated

and actual income, it became impossible to implement on a continuous basis.

Following the late-Jin period of implementation, the implementation of the ou
tian system in the third year of the Zhongtong meant a continuation of the Jin sys

tem, but the combining its operation with that of the she system w± ffJlj in the 7th

year of the Zhiyuan era shook the system and it was greatly transformed. As a re

sult, as the outian system spread in combination with the she system, a mutually

reinforcing system of operation designed to strengthen the she system by the ou
tian system was used, and along with the expansion of the she system, the region

for implementation of the outian system extended throughout the entire territory

ruled, including Jiangnan. Likewise, "the outian system" conveyed to peasant

farmers at the time of redistribution of fields and trees in the seventh year of the

Zhiyuan era was printed and published on each circuit throughout the country as

the "outian regulations" ~ EB it OC by the 23rd year of the era. In addition, the

Essentials of Farming and Sericulture Jl~'Ir~, in which the outian system was

included, was republished again and again, and the specific contents of the outian
system were conveyed to the tillers of the land through technical education that

used books on agricultural technology and manuals about outian.
In contrast, the manner in which the outian system was accepted as an

emergency agricultural method in times of natural disaster that had already be

come evident in the Zhangzong era of the Jin, could also be seen in the Mongol

period, but the fundamental problems of the need for enormous amounts of labor

and precise technology that accompanied it, became causes preventing the con-
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tinuous implementation of the system. However, attention to drought resistance

and diversity of appropriate land revived interest in the outian system as a way of

fighting famine under the conditions of frequent natural disasters on a nation-wide

scale, the outian system was taken up with the intent of reviving agriculture in the

heartland on the basis of proposals by Zhao ]ian JE11 Mand Miao Haoqian E8 ~f ~l .
This corresponds to that fact that many policies to promote agriculture are found

in the section of ]iuhuanghuomingleiyao f9c}[~15~~j~ that is related to the outian
system, and it can clearly be seen that the implementation of the outian system

was consistently used as an anti-famine policy to overcome natural disasters

through aggressive promotion of agriculture.

QOSHILA'S ESCAPE TO THE WEST AND DESCENDANTS

OF BAIDAR, CHAGHATAI'S YOUNGEST SON

AKASAKA Tsuneaki

Qoshila, the eldest son of Qaishan, Yuan Wutsung, led a rebellion against the

oppression of his uncle Ayurbarwada, ]entsung. But having failed, he fled west

ward, reaching the Altai Range and settling abroad in the territory of the Chagha

tai Khanate deeper in Central Asia.

I suppose that it was the offspring of Toq-temur, the younger brother of the

famed Chubei of the Chaghatai royal family subjected to the Yuan dynasty, who

was responsible for opening relation between Qoshila and the Chaghatai Khanate.

This Toq-temur was the youngest grandson of Baidar, the youngest son of

Chaghatai. I also suppose that as the result of his rights of inheritance as the

youngest son, he inherited the grazing lands in southwestern foothills of the Altai

Range, which had first been awarded to the Chaghatai by Chinggis qan. After

Qoshila's return and accession to the throne, Irinchinbal (Rin chen dpal) , a grand

son of Toq-temur, was enfeoffed as Liu-ch' eng-wang 1PP~.=E on the basis of mer

itorious service.

I conjecture that the person whose name was written "HR:*~" in the Yuan
shi and who rebelled against the Yuan dynasty in support of Qoshila, was not one

person, really were two persons: one of them was Toghachi chingsang (Toghuchi

ba'atur) who attacked Mongolia, and the other was Toqachi (son of Toqto'a who

was a son of Chubei) of the royal family of Ning-su-wang :;:::@f.=E, whose head-
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